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工事名

番号

1

2

3

4
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設計書P113　共通仮設費 仮囲い(引継
分)の内訳は、撤去費・賃料・運搬費
と考えてよろしいでしょうか。ご教授
ください。

宜しいです。

設計書P14　校舎棟　土工事　建設発
生土処分について、現場説明書P8　積
算情報に則ると処分費立米＠4,920で
すが、令和8年4月に価格改定があり立
米＠5,220です。
差額分については別途協議していただ
けると考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。別途協議いたします。

設計書P21・36　校舎棟 鉄筋工事の溶
接金網と金属工事の溶接金網敷は材工
の価格でしょうか。ご教授ください。

材工の価格です。

上記工事の設計図書に関して質問がありましたので、次のとおり回答します。

令和8年5月27日

質問に対する回答書

工事担当課長 建築局公共建築部学校整備課長

入札参加者様

菊名小学校建替工事（建築工事）

質　　問 回　　答

設計書P110　外構工事 その他工事の
学級園畑の詳細が不明です。ご教授下
さい。

別添をご確認ください。

設計書P111　外構工事 撤去工事の第
三校舎残置部分撤去 一式の内訳をご
教授下さい。

代価表544の通りです。

建築局公共建築部学校整備課
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大梁ﾘｽﾄ(2) 1階G3Cのｽﾀｰﾗｯﾌ形状がﾘｽﾄ
では中子筋2本有りですが、断面図に
は中子筋の記載が見当りません。ﾘｽﾄ
の中子筋2本有りを正と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。(AS213)

宜しいです。

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄS20及びS20Aの備考欄に給食ﾌﾞ
ﾘｯｼﾞ範囲はﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ(Z27)との記載が
ありますが、ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ厚の記載が見
当りません。1.2㎜と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。
(S218,AS307)

宜しいです。

雑詳細図-7においてﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑに使用さ
れているPLを下記の様に読み替えて考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(AS307)
･PL-24 → PL-25
･PL-27 → PL-28

内訳書に記載の通りとしてください。
変更が必要な場合には別途協議とします。

柱ﾌｰﾌﾟの加工方法は、全てＨ形と考え
て宜しいでしょうか。
御指示下さい。(AS008,AS210,AS211)

宜しいです。但し、円柱は、SP形又は丸形です。

柱ﾘｽﾄ(1)に定着ﾌﾟﾚｰﾄ要領図の記載が
ありますが、定着ﾌﾟﾚｰﾄを採用する場
合に限り適用するとし、柱頭柱脚主筋
及び梁主筋の柱内定着部は全て在来折
り曲げｱﾝｶｰ定着と考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。(AS210)

宜しいです。

大梁ﾘｽﾄ(2) 1階G3Cの梁幅Bがﾘｽﾄでは
400㎜ですが、断面図では500㎜ある様
に思われます。500㎜を正と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。
(AS213)

宜しいです。

工期について令和１１年３月３０日ま
でとなっていますが前回発注時（令和
７年１２月１６日公告、令和８年３月
６日開札）の工期と同じです。
３ヶ月強短くなっておりますが工期の
延長について協議いただけるという認
識で宜しいでしょうか。
また、中東情勢の影響によりやむを得
ず工期の遅延が見込まれる場合につい
ても協議いただけますでしょうか。

工期の延長については、工事請負契約約款第22条
のとおりです。
また、中東情勢の影響によりやむを得ず工期の遅
延が見込まれる場合についても、必要に応じて協
議の対象となります。

建築局公共建築部学校整備課
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雑詳細図-9においてSB25剛接合端部は
SN400Bとありますが屋根伏図には剛接
合の図示がありません。SB25に剛接合
は無しと考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。
(AS309)

宜しいです。

部分詳細図16においてﾚｰﾙ受け用のPL-
5をPL-6に読み替えて考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A736)

内訳書に記載の通りとしてください。
変更が必要な場合には別途協議とします。

部分詳細図9においてｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ受
の吊補強材とRC接合部の詳細を下記の
様に考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。(A729)
･C-100*50*20*2.3 BPL-6*100*150
A.Bolt2-M16 L400 無収縮ﾓﾙﾀﾙt30

宜しいです。

部分詳細図2において昇降口AW受用支
柱のRC接合部詳細を下記の様に考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A722)
･BPL-6*150*150 A.Bolt2-M16 L400 無
収縮ﾓﾙﾀﾙt30

宜しいです。

ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ点検床鉄骨において持ち出
し鉄骨のRC躯体接合部を下記の様に考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A751)
･H-150*150*7*10 BPL-16*250*250
A.Bolt4-M20 L600 無収縮ﾓﾙﾀﾙt30

宜しいです。

ｼｬｯﾀｰ受鉄骨において上弦･下弦材の□
-100*100*2.3は上階のRCｽﾗﾌﾞ下から
吊って固定すると考えて宜しいでしょ
うか。(A740～741)

宜しいです。

上記で宜しい場合、RC接合部の詳細を
下記の様に考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。
･BPL-6*150*200 A.Bolt2-M16 L400 無
収縮ﾓﾙﾀﾙt30

宜しいです。

建築局公共建築部学校整備課
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屋上 手摺において、手摺基礎の記載
がありますが、PC既製品と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。(A106･
747)

宜しいです。

部分詳細図31(ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ断面図) 外壁
押出成形ｾﾒﾝﾄ板において、t=100と記
載されていますが、特記仕様書(その
2) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ･ALCﾊﾟﾈﾙ及び押出成形
ｾﾒﾝﾄ板工事では厚さ60㎜が適用、標準
詳細図-2 B-15 押出成形ｾﾒﾝﾄ板壁:一
般部(縦壁工法)でもt=60で記載されて
います。部分詳細図31(ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ断面
図)を優先し、外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板の
厚みは100㎜と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。
(A13･702･751)

宜しいです。

標準詳細図-1 A-6 設備関連 屋上設備
立上り B部分詳細図において、設備配
管貫通部ｼｰﾘﾝｸﾞの記載がありますが、
設備配管貫通部のｼｰﾘﾝｸﾞは設備工事区
分と考えて宜しいでしょうか。建築工
事区分の場合は、貫通配管のｻｲｽﾞ、員
数を御指示下さい。(A701)

設備工事区分とお考えください。

屋上 ﾊﾄ小屋において、取出口とは異
なる位置にﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(VC)の記載があ
りますが、ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟは設備工事区分
と考えて宜しいでしょうか。建築工事
の場合は、ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟの仕様･詳細を
御指示下さい。(A106)

設備工事区分とお考えください。

部分詳細図27において、図面名称に階
段金属手摺5と記載がありますが、姿
図より屋上に設置されている手摺と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A106･747)

宜しいです。

外部仕上表 外部詳細 屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄに
おいて、共通事項にｺﾝｸﾘｰﾄ笠木は天端
及びはな面をｳﾚﾀﾝ系塗膜防水X-2の立
上り部の仕様で仕上る。と記載があり
ますが、ｽﾃﾝﾚｽ笠木設置部分の天端もｳ
ﾚﾀﾝ系塗膜防水は必要と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。
(A201･701)

不要です。

屋上 ｽﾃﾝﾚｽ笠木において、表面仕上は
HL仕上と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。(A701)

宜しいです。

建築局公共建築部学校整備課
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2階平面詳細図1 ﾃﾗｽ1において、側溝
W=100と記載がありますが、矩計図3で
は、W=300程度で図示されており、相
違しています。矩計図3を正とし、ﾃﾗｽ
の排水溝はW=300と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A403･424)

平面詳細図を正としてください。

上記質疑に関連しますが、屋上の排水
溝も同様にW=300と考えて宜しいで
しょうか。又、排水溝 ﾓﾙﾀﾙ内に溶接
金網 φ2.6*50*50程度のひび割れ防止
が必要と考えて宜しいでしょうか。併
せて御指示下さい。(A106･403)

W＝300としてください。
溶接金網は要としてください。

給食機械室 屋根 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木におい
て、下記の様に相違しています。矩計
図5を正とし、ｽﾃﾝﾚｽ笠木と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。
□矩計図5…ｽﾃﾝﾚｽ笠木
□給食室 矩計図…防水形複層塗材RE
(A405･535)

宜しいです。

上記質疑に関しまして、矩計図2が正
しい場合、どの様に納まっているか不
明です。添付図 雲ﾏｰｸ範囲の防水ｻｯｼ
部納まり詳細を御指示下さい。(A402)

上記の通り、A701標準詳細図-1　A-11図の納まり
としてください。

ﾃﾗｽ 出入口前に踏台の記載があります
が、仕上が不明です。詳細を御指示下
さい。(A401)

後打ｺﾝｸﾘｰﾄ造作 素地仕上としてください。
配筋はD10＠200ダブル配筋としてください。

R階 給食機械室 出入口上部に庇の記
載がありますが、仕様･詳細が不明で
す。下記の様に考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。
□小庇…RC造
□天端…ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水仕上
□鼻先･上裏…防水形複層塗材RE仕上
(A532)

・小庇：RC造
・天端：防水形複層塗材RE仕上
・鼻先・上裏：防水形複層塗材RE仕上
としてください。
配筋はスラブリストCS15としてください。

ﾃﾗｽ 出入口 ｻｯｼ部において、矩計図2
と標準詳細図-1 A-11 防水ｻｯｼ部納ま
りで図示が異なっていますが、標準詳
細図-1 A-11 防水ｻｯｼ部納まりを正と
考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A402･701/A-11)

宜しいです。

建築局公共建築部学校整備課
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部分詳細図30(給食ﾌﾞﾘｯｼﾞｱﾙﾐｶﾊﾞｰ2)に
おいて、ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ下地 L-50*50*4のﾋﾟｯ
ﾁが不明です。ﾋﾟｯﾁ1000程度と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A750)

宜しいです。

給食室 北側ﾊﾞﾙｺﾆｰにおいて、床仕上
は長尺塩ﾋﾞｼｰﾄと考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。(A434)

宜しいです。

給食室 ﾌﾞﾘｯｼﾞにおいて、排水溝、排
水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-20の記載がありま
すが、仕様が不明です。ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛
ﾒｯｷ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 溝幅300、桝500角と
考えて宜しいでしょうか。(A406･434)

宜しいです。

部分詳細図28(給食ﾌﾞﾘｯｼﾞ詳細図)にお
いて、天井下地にｹｲｶﾙ板 t=8.0と記載
がありますが、外部仕上表 軒天より
t=8.0+8.0と読み替えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。(A201･748)

宜しいです。

上記質疑に関連しますが、給食室 矩
計図 防水形複層塗材REが正しい場
合、防水ｱｺﾞの仕上は、防水形複層塗
材RE、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水のどちらで見込め
ば宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A535)

防水アゴの仕上げについては、内訳書の通りウレ
タン塗膜防水としてください。

給食室 矩計図1において、樋受け石の
記載がありますが、仕様が不明です。
取消し線(斜め線)がされていますが、
標準詳細図-1 A-9 ﾄﾞﾚﾝまわり:樋受石
を適用すると考えて宜しいでしょう
か。不可の場合は、樋受け石の仕様･
詳細を御指示下さい。(A535･701/A-9)

宜しいです。

給食室 北側ﾊﾞﾙｺﾆｰ X11通り付近にｽﾛｰ
ﾌﾟ 1/50の記載があり、ｽﾛｰﾌﾟを境にｽﾗ
ﾌﾞﾚﾍﾞﾙがFL-280からFL-180で記載され
ていますが、構造図 3階伏図では、上
記の段差が記載されていません。又、
ｽﾛｰﾌﾟ1/50 1800㎜では100㎜の段差に
なりません。構造伏図を正とし、給食
室 北側ﾊﾞﾙｺﾆｰ X11通り付近にｽﾛｰﾌﾟは
不要と考えて宜しいでしょうか。不可
の場合、正しい構造伏図、ｽﾛｰﾌﾟの傾
斜又はL寸法を御指示下さい。(A434･
AS106)

宜しいです。

建築局公共建築部学校整備課
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矩計図3 AY5通り 庇 ｱﾙﾐ軒樋におい
て、詳細が不明です。参考ﾒｰｶｰ･品番
等が御座いましたら、併せて御指示下
さい。(A403)

HACO HIGH FRONT-GH同等品
としてください。

矩計図3 AY5通り 庇 ｱﾙﾐ軒樋におい
て、竪樋の仕様、ｻｲｽﾞ、設置数が不明
です。ｽﾃﾝﾚｽ樋 φ100 2本設置と考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A103･104･403)

宜しいです。

給食ﾌﾞﾘｯｼﾞ～ﾊﾞﾙｺﾆｰ接続部分に踏台の
記載がありますが、仕様、詳細が不明
です。後打ｺﾝｸﾘｰﾄ造作 素地仕上と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A437)

宜しいです。

1階平面詳細図5 X6･AY6付近 昇降口前
に設置されている排水桝において、部
分詳細図36(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ2)に記載が無
く、詳細が不明です。350*500角 ｸﾘｰﾝ
ﾋﾟｯﾄ YQ-H-A-15 枠:RL-15と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。
(A418･756)

宜しいです。

矩計図3 AY5通り 庇において、先端部
分にｱﾝｸﾞﾙの様な図示(下記添付)があ
りますが、仕様･詳細が不明です。不
要と考えて宜しいでしょうか。必要な
場合は、ｱﾝｸﾞﾙの材質、ｻｲｽﾞ･厚みをご
指示下さい。(A403)

アングルは不要です。

部分詳細図29･30(給食ﾌﾞﾘｯｼﾞｱﾙﾐｶﾊﾞｰ
1･2)において、構造 雑詳細図-7 B-
Typeﾌﾚｰﾑ部分の詳細図と思われます
が、A-Typeﾌﾚｰﾑ部分の詳細が不明で
す。A-Typeﾌﾚｰﾑ部分のｱﾙﾐｶﾊﾞｰの詳細
図をご指示下さい。(A749･750･AS307)

B-Typeフレーム部分と同じとしてください。

上記質疑に関連しますが、標準詳細図
E-9 管理扉 ｽﾃﾝﾚｽ材の表面仕上はHL仕
上と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。(A437･705)

宜しいです。
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地下1階平面詳細図1 AY1 X2-5間 ﾄﾞﾗｲ
ｴﾘｱにおいて、蓋無しの排水溝が図示
されていますが、防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝仕上
W100*H50程度と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A411)

宜しいです。

地下1階平面詳細図1 AY1 X2-5間 ﾄﾞﾗｲ
ｴﾘｱにおいて、擁壁天端の仕上は防水
形複層塗材RE仕上と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A411)

バルコニーと同様とし、側溝までを防水形複層塗
材RE仕上としてください。

2階 ｷｯｽﾞﾙｰﾑ前 犬走りにおいて、ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打ち放しと記載がありますが、ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ金鏝 素地を示すと考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A405)

宜しいです。

地下1階 廊下B1-2前 通路において、
床仕上が不明です。磁器質ﾀｲﾙ 300角
と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。(A411)

宜しいです。

地下1階 廊下B1-2前 通路において、
平面詳細図に壁付手摺の記載がありま
すが、仕様･詳細が不明です。屋外階
段2と同仕様の溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理
φ32 2段と考えて宜しいでしょうか。
不可の場合は、壁付手摺の仕様･詳細
をご指示下さい。(A411･526)

宜しいです。

地下1階平面詳細図1 AY1 X2-5間 ﾄﾞﾗｲ
ｴﾘｱにおいて、床仕上が不明です。防
水ﾓﾙﾀﾙ金鏝仕上と考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。(A411)

バルコニーと同様とし、長尺シートとしてくださ
い。

渡り廊下詳細図α-α断面図におい
て、AY6通り 擁壁天端の仕上が不明で
す。ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 素地仕上と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。
(A715)

宜しいです。
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9/44

55

56

57

58

59

60

61

上記質疑に関連しますが、標準詳細図
-6 F-17 ｺﾝｸﾘｰﾄ製流し詳細図を適用す
る場合、下記の様に考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。
□ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ…溶融亜鉛ﾒｯｷ T-2
600*500 1ｹ所
□排水目皿…ｽﾃﾝﾚｽ φ50
(A411･706/F-17)

宜しいです。

地下1階平面詳細図1 X2通り 壁際に排
水桝、排水溝の記載がありますが、仕
様が不明です。仕様が不明です。部分
詳細図35(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1) あ･う･えに倣う
と考えて宜しいでしょうか。不可の場
合は、B1階 X2通り 壁際に排水桝、排
水溝の仕様･詳細を御指示下さい。
(A115･756)

宜しいです。

地下1階 廊下B1-1 X2通り側のｻｯｼ部分
において、矩計図にW300*H75の踏台の
図示がありますが、平面詳細図では排
水溝が図示されており、相違していま
す。平面詳細図を正とし、排水溝設
置、踏台は無しと考えて宜しいでしょ
うか。矩計図が正しい場合、踏台の仕
様･詳細、明確な範囲を御指示下さ
い。(A401･411)

宜しいです。

地下1階 屋外階段1下部に手洗い･足洗
いの様な図示がありますが、詳細が不
明です。標準詳細図-6 F-17 ｺﾝｸﾘｰﾄ製
流し詳細図に取消し線がありますが、
適用すると考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。(A411･706/F-17)

宜しいです。

2階 ｷｯｽﾞﾙｰﾑ前 犬走りにおいて、仕上
が下記の様に相違しています。矩計図
5を正とし、ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 素地と考えて
宜しいでしょうか。
□矩計図5…ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 素地
□2階平面詳細図6…砂利敷
2階平面詳細図6が正しい場合、砂利敷
の仕様･明確な砂利敷の範囲を御指示
下さい。(A405･426)

宜しいです。

2階ｷｯｽﾞﾙｰﾑ前 犬走りにおいて、排水
桝、排水溝の記載がありますが、仕様
が不明です。部分詳細図35(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
1) あ･う･えに倣うと考えて宜しいで
しょうか。不可の場合は、2階ｷｯｽﾞﾙｰﾑ
前 犬走り 排水桝、排水溝の仕様･詳
細を御指示下さい。(A405･756)

宜しいです。

2階ｷｯｽﾞﾙｰﾑ前 犬走りにおいて、手摺
の記載がありますが、仕様･詳細が不
明です。部分詳細図23～25 階段金属
手摺に倣うと考えて宜しいでしょう
か。不可の場合は犬走り 手摺の仕様･
詳細を御指示下さい。(A405･743～
745)

宜しいです。
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ﾊﾞﾙｺﾆｰ 床において、雑詳細図1では長
尺ｼｰﾄ下は床増打(t50～60程度)の図示
ですが、矩計図ではﾓﾙﾀﾙ(t70～80程
度)の様な図示になっており相違して
います。雑詳細図を正と考えてﾊﾞﾙｺﾆｰ
には床増打(t50～60程度)を見込と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A401･709)

宜しいです。

雑詳細図1 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁において、笠
木部分にｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ t3.0 L=30程度が
図示されていますが、溶融亜鉛ﾒｯｷと
考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A709)

宜しいです。

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 金属手摺において、矩計図と
部分詳細図で金属手摺の詳細が相違し
ています。部分詳細図を正と考え、ﾊﾞ
ﾙｺﾆｰの手摺はｽﾃﾝﾚｽ製と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。(A401～
402･742)

宜しいです。

2階北側ﾊﾞﾙｺﾆｰに給湯器ｶﾊﾞｰの記載が
ありますが、仕様･詳細が不明です。
御指示下さい。(A427)

内訳書通りステンレスパンチングパネルt2としてくだ
さい。

屋外階段2･3 排水溝において、U字溝
と記載がありますが、断面詳細を見ま
すと現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ造作の様に見受けら
れます。現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ造作とし、U字
溝の設置は不要と考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。(A526･527)

宜しいです。

屋外階段1 壁付手摺において、仕様が
不明です。屋外階段2･3に倣い、ｽﾁｰﾙ
溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理 φ32 2段と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A525～527)

宜しいです。

給食室前 搬入ｽﾍﾟｰｽにおいて、天井が
直天井で記載されていますが、仕上は
防水形複層塗材REと考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A406)

宜しいです。

B1階ﾋﾟﾛﾃｨ 天井仕上において、確認と
なりますが、ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板部分は防水
形複層塗材RE、木毛ｾﾒﾝﾄ板部はEP-Gと
仕上が異なっていますが、図示通りの
使い分けが必要と考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。(A404)

宜しいです。
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屋外階段1～5 床仕上において、矩計
図では屋外階段2･3は踊場･踏面･蹴上
共にﾀｲﾙ仕上で図示されていますが、
その他の屋外階段の踊場･踏面･蹴上共
にﾓﾙﾀﾙ仕上(t30)と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A402･404･
525～529)

宜しいです。

屋外階段1 手摺壁において、屋外階段
詳細図1では腰壁の位置にSUS鋼板t2.3
が図示されていますが、部分詳細図23
では鋼板の図示が無く相違していま
す。部分詳細図23を正と考えて宜しい
でしょうか。又、腰壁のSUS鋼板が適
用の場合は詳細を御指示下さい。
(A525･743～745)

鋼板ありを正としてください。

渡り廊下詳細図3α-α'断面図におい
て、AY6通りの梁上にW150*H850のRC立
上りが図示されていますが、仕上が不
明です。天端･立上り共に打放補修(素
地)仕上と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。(A715)

左記に加え、仕上げを防水型複層塗材REとしてく
ださい。

渡り廊下詳細図5 ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄにおい
て、仕上材充填(Exp.J外工事)とあり
ますが、仕上げ材の詳細が不明です。
詳細を御指示下さい。(A717)

無収縮モルタルとしてください。

屋外階段詳細図4 踏面･蹴上におい
て、RC打放し金ｺﾞﾃ押えと記載されて
いますが、図面ではﾓﾙﾀﾙの様な厚みが
図示されています。踏面･蹴上共にﾓﾙﾀ
ﾙ仕上(t30)と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A528)

宜しいです。

1階ﾊﾞﾙｺﾆｰ(X7/AY1付近)･3階ﾊﾞﾙｺﾆｰ
(X13/BY3付近)において、階段のよう
な図示がありますが、詳細が不明で
す。詳細を御指示下さい。 (A103･
105)

給食ブリッジ～バルコニー接続部分の踏台と同様の考
え方によるものとします。

1階平面図 X1-2/AY4-5 吹抜部におい
て、吹抜部の断面詳細の分かる図面等
ございましたら御指示下さい。(A103)

ございません。

渡り廊下 δ-δ'断面図において、CX2
通り付近に桝の様な図示があります
が、平面図では該当箇所に桝の図示が
なく相違しています。平面図を正と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A713･715)

断面図が正で桝が必要です。
グレーチングはスチールで溶融亜鉛ﾒｯｷ T-2とし
てください。
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仕上表 1F職員･来校者用玄関の床仕上
げは磁器質ﾀｲﾙ600*600とありますが、
平面詳細図では磁器質ﾀｲﾙ□300と相違
しています。□300と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A202･420)

宜しいです。

廊下の壁仕上げについて、仕上表では
RC打放し+ｶﾗｰｸﾘｱ塗装･EP-Gとなってい
ますが、展開図ではCH=2600までがｶﾗｰ
ｸﾘｱ塗装・CH=2600～がEP-Gとなってお
りﾎﾞｰﾄﾞ面にｶﾗｰｸﾘｱ塗装になるため、
相違しています。仕上表の通りRC打放
し面にｶﾗｰｸﾘｱ塗装･ﾎﾞｰﾄﾞ面にはEP-Gと
考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A202･502)

CH2600まで左記の考えで宜しいです。
CH2600以上はEP-Gとしてください。

壁種別図において、間仕切高さがｽﾗﾌﾞ
-ｽﾗﾌﾞかｽﾗﾌﾞ-天井かが不明です。L12･
22～24･27･28･32･38はｽﾗﾌﾞ-ｽﾗﾌﾞで見
込むと考えて宜しいでしょうか。また
この場合、ﾎﾞｰﾄﾞも張り伸ばすと考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A707･708)

左記はスラブ-天井でお見込みください。
L０１～０４、L11をスラブースラブでお見込みく
ださい。

廊下天井の杉準不燃羽目板t=15につい
て、雑詳細図で塗装の記載がありませ
んが、UC塗りを見込むと考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。(A711)

宜しいです。

外壁 吹付下に打放面目荒らし処理
（WJ工法）と記載がありますが、洗浄
強さが不明です。用途により洗浄強さ
が変更となる為、洗浄強さ（想定され
ているMpa数等）をご指示下さい。

最大吐出圧力280MPa、最大数量30L/minとしてく
ださい。

廊下B1-1･2の天井仕上げについて、仕
上表では木毛ｾﾒﾝﾄ板+EP-Gとあります
が、矩計図では木毛ｾﾒﾝﾄ板+EPと相違
しています。仕上表のEP-Gを正と考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A202･401)

宜しいです。

廊下B1-1において、壁種L25の図示が
ありますが、壁種別図にはL25は無い
為、L22と読み替えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A401･708)

宜しいです。

屋外階段5において、片開き戸の図示
がありますが、詳細が不明です。詳細
を御指示下さい。(A529)

A705、E-09としてください。
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平面詳細図1F廊下1-4において、防滑
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張りの3方に見切縁の図示が
ありますが、4方に見込むと考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。
(A418)

宜しいです。

2F廊下2-1において、屋外階段3側に手
摺がありますが、仕様は部分詳細図27
の手摺と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。(A506･747)

宜しいです。

壁仕上げのｼﾅ合板目透し張りt=5.5に
ついて、仕上表ではUC塗装となってい
ますが、雑詳細図のｼﾅ合板ｺｰﾅｰ納まり
ではOSUC、壁目地ではOSCLとあり相違
しています。仕上表のUC塗装を正と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。
(A202･709)

宜しいです。

上記質疑と同様に1F職員･来校者用玄
関の巾木仕上げも切り替え範囲が不明
な為、磁器質ﾀｲﾙ範囲以外はSBと考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A202･420)

宜しいです。

仕上表 1F廊下1-3の壁仕上げでｼﾅ合板
目透かし張りt5.5+UCとありますが、
平面詳細図では壁種からｼﾅ合板の範囲
が無く、ﾎﾞｰﾄﾞか木毛ｾﾒﾝﾄ板がとなり
ますが、仕上げの塗装はﾎﾞｰﾄﾞ面･木毛
ｾﾒﾝﾄ板面共にEP-Gと考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。
(A202･414･415)

宜しいです。

1F昇降口において、平面詳細図で壁種
G18･L38とありますが、仕上表では木
毛ｾﾒﾝﾄ板の記載が無く相違していま
す。木毛ｾﾒﾝﾄ板面にはEP-G塗装を見込
むと考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい(A202･418･707)

宜しいです。

上記質疑の場合、昇降口は平面詳細図
に□300の図示が無い為、磁器質ﾀｲﾙ
600*600と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。(A202･418)

３００角で統一ください。

1F職員･来校者用玄関の床仕上げは
NC、廊下1-1はCTとありますが、平面
詳細図で床仕上げの切り替わる範囲が
不明です。職員･来校者用玄関の床仕
上げもCTと考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。(A202･420)

宜しいです。
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B1F消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室の壁仕上げについて、
仕上表にGP-F素地とありますが、平面
詳細図の壁種よりGWと読み替えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。(A202･
413･707)

宜しいです。

壁仕上げのｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞについて、巾
木取合部にはｱﾙﾐ見切縁を見込むと考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A707)

宜しいです。

平面詳細図B1F保健室の壁種につい
て、G05という壁種がありますが、壁
種別図にはG05は無く相違していま
す。G05はG02と読み替えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A411･707)

宜しいです。

平面詳細図B1F保健室にCL2とあります
が、詳細が不明です。詳細を御指示下
さい。(A411)

CB2の誤記になります。カーテンボックスをお見
込みください。

B1F保健相談教材①において、ﾗｲﾆﾝｸﾞ
壁の図示がありますが、ﾄｲﾚ内の仕上
げ同様下記と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。
■ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板+耐水石膏ﾎﾞｰ
ﾄﾞt=12.5+LGS65
■ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
(A411･466･704/D-5)

宜しいです。

屋内階段2において、1FのL型踏面中央
に手摺の図示がありますが、断面図で
は壁付手摺の図示がありますが、自立
手摺と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。(A523)

宜しいです。

屋内階段3において、吹抜部分の自立
手摺に補助手摺の図示がありません
が、階段吹抜部の自立手摺の補助手摺
は不要と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。(A524)

宜しいです。

B1F音楽室の展開図において、ｽﾋﾟｰｶｰ
やﾃﾚﾋﾞ･ｵｰﾃﾞｨｵﾗｯｸ等の別途工事の図示
がありますが、建築工事で見込む下地
がございましたら御指示下さい。
(A450)

LGSの開口補強と合板ｔ＝１２を下地としてお見
込みください。
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1F校長室や事務室等の各平面詳細図
展開図に手洗いﾕﾆｯﾄ･鏡の図示があり
ますが、備品ﾘｽﾄや仕上表等に記載が
無い為、別途工事と考えて宜しいで
しょうか。また建築工事で見込む場
合、それぞれの仕様を御指示下さい。
(A461～464)

宜しいです。

平面詳細図B1Fｺﾞﾐ置場の地流しについ
て、標準詳細図のﾓﾙﾀﾙ地流しを見込む
と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。(A487･703/C-11)

宜しいです。

平面詳細図B1Fｺﾞﾐ置場において、ﾗｯｸ
のような図示がありますが、別途工事
と考えて宜しいでしょうか。建築工事
で見込む場合、詳細を御指示下さい。
(A411･487)

宜しいです。
変更が必要となった場合には別途協議とします。

1F職員室の壁仕上げについて、ｼﾅ合板
目透かし張りt5.5+UCとありますが、
平面詳細図の壁種がL22･G02･G52とな
るため、ｼﾅ合板の範囲がありません。
下地が全てﾎﾞｰﾄﾞとなるため、EP-G塗
装を見込むと考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A202･417･707)

宜しいです。

平面詳細図B1F児童更衣室において、
壁種L25とありますが、壁種別図には
記載がありません。L22と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。(A411･
708)

宜しいです。

平面詳細図B1F技術員室等の壁種でG45
とありますが、断熱材有りのG55と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A411･707)

宜しいです。

平面詳細図B1F技術員室･倉庫のAY1通
りの壁種にG05とありますが、壁種別
図にはG05は図示されておらず、相違
しています。G02と読み替えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。(A411･
707)

宜しいです。

B1F消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室の機械基礎について、
天端･立上りは床仕上げ同様と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A413)

宜しいです。
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普通教室他に記載の掲示板下地材につ
いて全て雑詳細図1に記載の様に考え
て宜しいでしょうか。下地材の使い分
けが御座いましたら御指示下さい。
(A441他,709)
■掲示板ｸﾛｽ+ﾗﾜﾝ合板t5.5+胴縁下地
杉45*24@450ﾀﾃﾖｺ

宜しいです。

普通教室 掲示板の周囲枠について下
記の様に考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。
■掲示板周囲枠→米ﾋﾊﾞ 45*35+UC塗装

宜しいです。

部分詳細図1 普通教室のAW額縁につい
て姿図とB･C部断面詳細図で下額縁の
寸法に相違が御座います。断面詳細図
のW=315を正と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A721)

宜しいです。

特記仕様書のｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ塗りについ
て、ｾﾒﾝﾄ系 NT･CT部全てとあります
が、工事積算内訳書にはｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞの
項目が無い為、FL-15の範囲はｺﾝｸﾘｰﾄ
の増し打ちを見込むと考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A-014)

宜しいです。
変更が必要となった場合には別途協議とします。

柱型仕上げ詳細図の該当範囲が平面詳
細図から読み取れない為、範囲を御指
示下さい。(A712)

音楽教室の柱のうち、X3-AY5、X3’-AY5、X3-AY4
と、廊下からの扉2か所に隣接した出隅部でお見
込みください。

普通教室他に記載の掲示板について掲
示板ｸﾛｽと考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。(A441)

宜しいです。

1F教育相談室において、壁種L22とL23
がありますが、壁仕上げがｼﾅ合板目透
かし張りt5.5+UCとあるため、L22は
L23と読み替えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。(A202･419)

宜しいです。

2Fｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞﾙｰﾑ1において、ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁の
図示がありますが、ﾄｲﾚ内の仕上げ同
様下記と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。
■ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板+耐水石膏ﾎﾞｰ
ﾄﾞt=12.5+LGS65
■ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
(A483･704/D-5)

宜しいです。
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RF給食機械室と消音室取合の胴縁下の
RC立上りについて下記の様に考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。
■RC立上り→W220*H150

宜しいです。

凡例水勾配に水勾配50mm以上の場合は
溶接金網6φ100*100敷設とあります
が、ﾋﾟｯﾄ床の水勾配t=50以上の箇所あ
りましたら、御指示下さい。(A101)

全ピットt=50mm以上としてお見込みください。

1階耐火書庫の壁仕上げについて仕上
表ではRC打放し+ｶﾗｰｸﾘｱ塗装となって
いますが、ﾎﾞｰﾄﾞ面仕上はﾎﾞｰﾄﾞ素地と
考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A203,420)

ボード仕上げはEP-Gとしてください。

倉庫1-1横EPS-PS間の間仕切壁につい
て壁種L22と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A419)

宜しいです。

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ(SLW2)の懐壁について
部分詳細図にてﾎﾞｰﾄﾞt=21+21の記載が
御座いますが、強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞと考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A736)

宜しいです。

2階倉庫2-1の壁仕上げについて仕上表
ではRC打放し+ｶﾗｰｸﾘｱ塗装とあります
が、平面詳細図では壁がL22で囲われ
ています。仕上はﾎﾞｰﾄﾞ素地と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A202,427)

ボードの上EP-Gとしてください。

1階倉庫 天井仕上げについて仕上表で
はGB-D(T)と記載があっても、平面詳
細図･展開図にて天井がRCの記載に
なっている箇所に関してはRC打放し+ｶ
ﾗｰｸﾘｱ塗装と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A202,494,495)

宜しいです。

2階少量危険物倉庫の排水桝とﾏｽにつ
いてｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ等の蓋は無しと考えて宜
しいでしょうか。必要でしたら仕様詳
細を御指示下さい。(A485)

桝分のみ鋳鉄製グレーチングT-2をお見込みくだ
さい。
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人通孔上部に取り付く握りﾊﾞｰをW=400
D=150と考えて見込んで宜しいでしょ
うか。御指示下さい。(A703)

宜しいです。

地下1階ﾋﾟｯﾄ図凡例では通気孔VP100
φ、通水孔VP150φ半割。
標準詳細図-3 C-6では連通管:硬質塩
化ﾋﾞﾆﾙ管200φ半割、通気管:硬質塩化
ﾋﾞﾆﾙ管50φとなっており相違します。
またB1階伏図･1階ﾋﾟｯﾄ伏図凡例とも相
違します。
地下1階ﾋﾟｯﾄ図凡例を正と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。
(A101,A703,AS103)

通気孔VP100φ、通水孔VP125φとしてください。

特記仕様書では吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑは厚
50mmとなっていますが、
給食室矩計図では断熱材吹付t30と
なっています。特記仕様種を正と考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A-016,A535)

宜しいです。

断熱範囲図1凡例に、床ｽﾗﾌﾞ下面梁部
熱被含むとありますが、
矩計図3のﾋﾟｯﾄｽﾗﾌﾞ下の断熱はｽﾗﾌﾞ下
面のみの図示となっております。断熱
範囲図1を正と考えて、梁部も断熱材
を見込んでよろしいでしょうか。御指
示下さい。(A811,A403)

宜しいです。

矩計図5 BY3-BY4ﾋﾟｯﾄに断熱材t=50立
下りH=450の図示がありますが、他の
ﾋﾟｯﾄ内には立下りの図示はありませ
ん。ﾋﾟｯﾄ内全てに立下りH=450を見込
んでもよろしいでしょうか。御指示下
さい。(A405)

宜しいです。

昇降機設備は別途工事となりますが、
工事区分表において昇降機工事で一部
建築工事での区分となっている項目が
ありますが、昇降機関連図がありませ
ん。工事積算内訳書の内容のみ見積を
行うと考えて宜しいでしょうか。
(A022,現場説明書1)

内訳書の内容のみ積算してください。
ただし、変更が必要な場合には別途協議としま
す。

ﾋﾟｯﾄ壁、釜場の仕上が不明です。
下記の様に考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。
■壁:打放補修 素地
■釜場:防水ﾓﾙﾀﾙ 素地　　　(共通)

宜しいです。
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ｽﾏｰﾄﾌｫｰﾑ断面図において、壁種別図1
ではRC躯体+ｽﾏｰﾄﾌｫｰﾑ+断熱材+各種仕
上となっておりますが、雑詳細図2のｽ
ﾏｰﾄﾌｫｰﾑ詳細図ではRC躯体+断熱材+ｽﾏｰ
ﾄﾌｫｰﾑとなっております。壁種別図を
正と考えて宜しいでしょうか。
（A707,710）

宜しいです。

給食機械室に取り付く建具に於きまし
て、建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ･建具表と給食室建具
ｷｰﾌﾟﾗﾝ･建具表で記号･仕様が相違して
います。給食室建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ･建具表を
正と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。
(A540,541,604,613)

宜しいです。

各男子便所に汚垂ﾀｲﾙの記載がありま
すが、仕様･寸法･詳細、参考ﾒｰｶｰ･品
番等が不明です。御指示下さい。
(A489)

ハイドロセラ・フロア PU（薄型）
同等としてください。寸法は図面に記載寸法通り
です。

3F調理室 ｴﾌﾟﾛﾝ掛(4人用)の記載があ
りますが、詳細図より5人用に読み替
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A531,560)

宜しいです。

詳細図D-34 床排水ﾄﾗｯﾌﾟの記載があり
ますが、仕様･寸法･詳細、参考ﾒｰｶｰ･
品番等が不明です。御指示下さい。
(A559)

H5551C-W-50同等品としてください。

部分詳細図31で耐火被覆t=40となって
おります。
特記仕様書では半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ1時
間耐火とありますが、厚さは25mmと考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A-012,A751)

宜しいです。

WD1-01の仕上が化粧ｼｰﾄとあります
が、ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼と考えて宜しいでしょ
うか。宜しければ、ﾒｰｶｰ・品番を御指
示下さい。(A613)

宜しいです。

2Fﾄｲﾚ2-5の仕上表備考欄に ﾄｲﾚﾌﾞｰｽと
記載がありますが、平面図よりﾄｲﾚﾌﾞｰ
ｽは無しと考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。(A104,202)

宜しいです。
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給食室のP1に於きまして、建具表の姿
図はW1180となっておりますが、寸法
欄にはW1220となっており相違してい
ます。姿図を優先しW1180と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。
(A542)

W1220を正としてください。

SD0-10に於きまして、建具表の姿図で
はｶﾞﾗﾘの記載がありませんが、建具表
の姿図凡例ではDWG-1(額･ｶﾞﾗﾘ付)と
なっており相違しています。凡例を優
先しｶﾞﾗﾘは必要と考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。
(A601,613)

宜しいです。

SS0-01に於きまして、建具表の備考欄
に特定防火設備とありますが、防火性
能欄に特定防火設備の記載がありませ
ん。備考欄を優先し特定防火設備は必
要と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。
(A614)

特定防火設備仕様は不要です。

SD0-08に於きまして、建具表の名称に
2連片引きとありますが、建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ
では2連片開きとなっており相違して
います。建具ｷｰﾌﾟﾗﾝを優先し2連片開
きと考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。
(A604，613)

宜しいです。

SS1-03に於きまして、建具表に記載が
ありますが、建具ｷｰﾌﾟﾗﾝに記号の記載
がありません。建具表通り1か所必要
と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。
(A614)

宜しいです。

ｼｰﾄｼｬｯﾀｰに於きまして、建具表の寸法
欄と姿図で寸法が以下のように相違し
ています。それぞれ姿図寸法を正と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。
建具記号　　　建具表　　姿図寸法
SH2-05　　　　W4360　　　W4387.5
SH2-06　　　　W16362.5　　W10362.5
(A614)

宜しいです。

AW2-05に於きまして、建具表の寸法欄
にH2300とありますが、姿図ではH2400
となっており相違しています。姿図を
優先しH2400と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。
(A608,609)

宜しいです。

2階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝに於きまして、地域交
流室･倉庫2-4の外部側に窓のような図
示がありますが、建具記号の記載があ
りません。建具表よりAW2-06と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A606,608)

宜しいです。
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給食室に取り付くｼｬｯﾀｰに於きまし
て、枠欄にﾒﾗﾐﾝ焼付とありますが、詳
細図等に枠のような図示はありませ
ん。三方枠は不要と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。
(A541,554,558）

宜しいです。

ｱﾙﾐ製建具の防火設備に於きまして、
建具表のｶﾞﾗｽ仕様に網入り
(PW)6.8+A6+T5と記載のある建具があ
りますが、防火設備の個別認定制度よ
りLow-Eが必要と考え、PW6.8+A6+Low-
ET5と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。
(A540,541,608)

宜しいです。

AW1-16に於きまして、建具表のｶﾞﾗｽ仕
様に網入耐熱強化8.0とありますが、
耐熱強化ｶﾞﾗｽに網入り仕様はありませ
ん。通常の耐熱強化ｶﾞﾗｽ8.0と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A608)

宜しいです。

LSD3-04に於きまして、建具表の姿図
にｶﾞﾗｽの記載がありますが、建具表の
ｶﾞﾗｽ欄にｶﾞﾗｽ仕様の記載はありませ
ん。強化4と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。
(A613)

宜しいです。

SS(給食室を除く)に於きまして、建具
表の仕上欄に図示とありますが、詳細
図等にその図示はありません。SOP塗
程度と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。
(A614,741)

宜しいです。

ｼｬｯﾀｰ及びｼｰﾄｼｬｯﾀｰ(給食室を除く)に
於きまして、枠欄に図示とあります
が、詳細図等に枠のような記載はあり
ません。三方枠は不要と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。
(A614,740,741)

宜しいです。

給食室のP3に於きまして、建具表の形
式に上部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟの記載はありませ
んが、姿図より上部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟと考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A542)

宜しいです。

LSD1-03に於きまして、建具表の姿図
のﾗﾝﾏ部分にｶﾞﾗｽの記載があります
が、建具表のｶﾞﾗｽ欄にｶﾞﾗｽ仕様の記載
はありません。強化4と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。
(A613)

宜しいです。
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3階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝに於きまして、X4･AY3
部分のDSに片開き戸の図示があります
が、建具記号の記載がありません。こ
の扉の寸法･仕様等詳細を御指示下さ
い。
(A607)

SD3-06と同様としてください。

外部SDに於きまして、建具表には記載
がありませんが、建具共通事項2T-08
より内部側にｽﾁｰﾙ額縁が必要と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A602)

宜しいです。

前記質疑に関連して、建具表に飛散防
止ﾌｨﾙﾑの記載がない場合でも、強化ｶﾞ
ﾗｽを用いる場合は飛散防止ﾌｨﾙﾑが必要
と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。
(A540,541,601,613)

宜しいです。

LSD0-01に於きまして、建具表の備考
欄に三方枠H2600とありますが、LSD0-
01のH寸法は幕板含めH2500となってお
ります。三方枠はH2500と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。
(A613)

幕板含めH2600としてください。

衝突防止ﾏｰｸに於きまして、建具表とｻ
ｲﾝ図で範囲が相違しています。衝突防
止ﾏｰｸの範囲はｻｲﾝ図を正と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。
(A608～614,802～804)

宜しいです。

AW3-15に於きまして、建具表のｶﾞﾗｽ仕
様にLow-E5+AL6+網入(PW)6.8とありま
すが、防火設備範囲は一部のみとなっ
ております。もし非防火範囲でｶﾞﾗｽ仕
様の変更がある場合、その仕様を御指
示下さい。
(A609,610)

防火設備範囲以外についてはLow-E5＋AL6＋TP5と
してください。

SPのｶﾞﾗｽに於きまして、建具表の欄外
にｶﾞﾗｽは全て型板ｶﾞﾗｽとありますが、
ｶﾞﾗｽ仕様には強化ｶﾞﾗｽとあります。SP
のｶﾞﾗｽは姿図に透明と記載のあるもの
以外すべて強化型板ｶﾞﾗｽで見込むもの
と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。
(A611)

宜しいです。

SPのｶﾞﾗｽに於きまして、建具表に飛散
防止ﾌｨﾙﾑの記載はありませんが、建具
共通事項【ｶﾞﾗｽ】01に強化ｶﾞﾗｽは飛散
防止ﾌｨﾙﾑとあります。飛散防止ﾌｨﾙﾑは
必要と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。
(A601,611)

宜しいです。
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給食室のWD1,2の枠に於きまして、建
具表ではﾒﾗﾐﾝ化粧合板とありますが、
詳細図では米ひば+UC塗となっており
相違しています。詳細図を優先し米ひ
ば+UC塗と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。
(A541,558,560)

宜しいです。

SDのｾﾐｴｱﾀｲﾄ仕様建具の充填物に於き
まして、建具共通事項1の標準事項で
はｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填とありますが、建具共
通事項2のT-02ではﾛｯｸｳｰﾙ充填とあり
相違しています。ﾛｯｸｳｰﾙ充填を正と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。
(A601,602)

宜しいです。

ｼｬｯﾀｰに於きまして、建具共通事項1の
ｼｬｯﾀｰ04に下部3枚のｽﾗｯﾄはSUS製とあ
りますが、該当建具が不明です。該当
建具記号を御指示下さい。
(A601)

全てのSSとしてください。

ｱﾙﾐ製建具に於きまして、詳細図に
LIXIL PRO-SE70とありますが、該当建
具が不明です。すべてのAWに該当する
ものと考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。
(A721～723)

全て同等品としてお考え下さい。

前記質疑に関連して、3階平面図X13･
BY3部分の管理扉に関しては袖部分に
管理扉同仕様の袖格子を見込むものと
考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。
(A105,705)

宜しいです。

R階平面図に於きまして、ﾊﾄ小屋部分
に点検口の記載がありますが、建具ｷｰ
ﾌﾟﾗﾝ等に建具記号の記載はありませ
ん。標準詳細図-1　A-6の点検口の仕
様で見込むものと考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。
(A106,701)

宜しいです。

SS3-03に於きまして、建具表の形式･
開閉欄に収納防火戸の記載はありませ
んが、姿図より収納防火戸が必要と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。
(A614)

宜しいです。

1階平面図、3階平面図に於きまして、
管理扉(計3ヶ所)の記載があります
が、建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ等に建具記号の記載は
ありません。標準詳細図-5 E-9の管理
扉の仕様で見込むものと考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。
(A103,105,705)

宜しいです。
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ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ門扉W900×H1800 3箇所の詳細
図が無く不明です。基礎の詳細と併せ
て御指示下さい。(A905･921)

別添をご確認ください。

正門 敷地境界部に館銘ｻｲﾝS-01があり
ますが、外構詳細図2では下地擁壁の
記載が無く、相違しております。擁壁
が必要な場合は詳細を御指示下さい。
(A801･806･903)

既存門柱に取り付ける仕様となります。

外構詳細図4 D RC立ち上がりに施設案
内ｻｲﾝ、ｲﾝﾀｰﾎﾝ点字ｻｲﾝがありますが、
ｻｲﾝｷｰﾌﾟﾗﾝに記載がありません。ｻｲﾝS-
17、S-28をそれぞれ見込むと考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。
(A803･905)

宜しいです。

既存体育館の北側の舗装範囲につい
て、外構平面図ではｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装の
ﾊｯﾁﾝｸﾞですが、ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ範囲図では既
存ｱｽﾌｧﾙﾄのままで相違しております。
また、外構撤去平面図ではｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
で相違しております。ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ範囲図
を正と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。(A901･906･921)

インターロッキングを正としてください。

外構詳細図2 A ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ 断面図でL型
擁壁の寸法値が全て可変となっており
ますが、外構詳細図4 Bﾌｪﾝｽ 擁壁あり
と同様と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。
(A903･905)

宜しいです。

ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ下部L型擁壁の仕上が不明で
す。ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修仕上と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。
(A905)

宜しいです。

α部植栽について、工事積算内訳書に
も客土等の記載がない為、植え込み用
土は既存のものとし、植栽基盤整備も
不要と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。(A901)

宜しいです。

α部植栽面積について、α-1 630m2、
α-2 1622m2の範囲が不明瞭で算出根
拠が不明です。指定数量と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。(A901)

宜しいです。
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園庭2に学級園 畑が7か所あります
が、工事積算内訳書にも寸法のみの記
載となっており、詳細が不明です。詳
細を御指示下さい。(A901)

別添をご確認ください。

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(車道用)の範囲が不明
です。不要と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A902)

全て車両用としてお見込みください。

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ舗装の詳細が不明です。詳細
を御指示下さい。(A901)

下記としてください。

舗装下の地盤改良の有無が不明です。
不要と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。また、必要な場合は範囲･
仕様を御指示下さい。(A901)

不要ですが、特記の通り現場でのCBR検査の結果
によって、現場協議とします。

建築工事特記仕様書(その7) 22.舗装
工事 3.路床土の支持力比(CBR)試験で
行うに○がありますが、試験箇所数が
不明です。 3箇所程度見込むと考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。

宜しいです。

地下一階平面図 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ側 AY1-2間に
手洗い4口ありますが、詳細が不明で
す。標準詳細図-6 F-17 外構部分:ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ製流し詳細図に倣うと考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。(A102･
706)

宜しいです。

正門 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部に駐車ｽﾍﾟｰｽがあり
ますが、ﾗｲﾝ引き･車止めの有無が不明
です。標準詳細図-6 F-14 2本線の駐
車ﾏｽ･車止め ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄに斜線と
なっている為、不要と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A706･901)

宜しいです。

外構詳細図1 正門 詳細図で門塀沿い
に縁石120角と玉砂利W300の記載があ
りますが、外構平面図では記載なく相
違しております。外構詳細図1 正門
詳細図の通り見込むと考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A901･902)

宜しいです。
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側溝の耐荷重について、外構詳細図4
に記載無く不明です。給食室ﾌﾞﾘｯｼﾞ
道路境界部と正門道路境界部のみT-20
とし、その他は歩行用と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。(A901･
905)

宜しいです。

工事区分表-7排水 雨水桝で躯体利用
以外のもので建築工事に○がありませ
んが、雨水第一桝は建築工事と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A022)

宜しいです。

工事区分表-7排水 排水溝、桝、及び
蓋で建築工事と設備工事に○がありま
すが、排水溝は建築工事、桝は設備工
事と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。(A022)

1次桝までは建築工事です。

地下1階平面図で建物南側X2通りに門
扉の記載がありますが、外構平面図に
記載なく相違しております。外構詳細
図3の複連引戸NA型を見込むと考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A102･902･904)

宜しいです。

外構詳細図3 ｽﾏｰﾄﾗｲﾝA1型門扉の適用
範囲が不明です。不要と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。(A904)

宜しいです。

建物北東･東側のｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装及びｽ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ舗装範囲について、矩計図5及
び6では一部 犬走り ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装で相
違しております。矩計図5及び6を正と
考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A405･406･901)

犬走りについてはA104の範囲を正としてくださ
い。

集水桝の各場所毎のH寸法が不明で
す。H=450程度と考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。(A905)

宜しいです。

給食室 雑詳細図10 D-44 ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ
詳細図で※の表示は、屋外配管の導入
高さにより決定とありますが、※
h=300程度と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A561)

h=600としてください。
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宜しいです。

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ舗装撤去の撤去厚はt=40と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A906)

宜しいです。

南側、既存ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ+CB塀撤去のﾈｯﾄﾌｪﾝ
ｽのH寸法及びCB塀の詳細を御指示下さ
い。(A903)

ネットフェンスは平均H=1000mmとしてください。
CB塀は一般的なCB塀として見込んでください。
変更が必要となった場合には別途協議とします。

第三校舎残置部分、既存屋外階段の両
側立上り壁の詳細を御指示下さい。
(A910)

外構撤去詳細図-4に記載の通り、RC壁としていま
す。

第三校舎残置部分、既存屋外階段の手
摺H=800の詳細を御指示下さい。
(A910)

金属手摺に関しては 支柱、手すり34φ程度とし
ます。
RC手摺に関しては図面通りとしてください。

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ舗装撤去範囲に建築工事と附
帯施設工事の区分ﾗｲﾝがありますが、
いずれの範囲も本工事にて撤去を行う
と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。(A906)

附帯施設工事の区分は別途工事です。

凡例C 既存間知石擁壁撤去に階段、格
子ﾌｪﾝｽの記載がありますが、階段の詳
細、設置箇所及び格子ﾌｪﾝｽの仕様、H
寸法を御指示下さい。 (A906)

階段、格子フェンスは解体工事で撤去予定です。

南側、既存U字溝U-240は蓋無しと考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A906)

宜しいです。

外構詳細図2 ﾐﾆｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ詳細図 ｽﾛｰﾌﾟ
建物間にｴﾗｽﾀｲﾄがありますが、厚みが
不明です。T=25程度と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A903)
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凡例F既存植栽に石積みのような図示
がありますが、詳細を御指示下さい。
御指示下さい。(A907)

石積みはございません。

工事積算内訳書の外構その他工事にお
いて、南側正門や北側ﾐﾆｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｽﾛｰﾌﾟ
のｺﾝｸﾘｰﾄ工事が人力と記載されており
ます。人力打設では対応できない数量
の項目もありますので、施工者計画に
よりﾎﾟﾝﾌﾟ打設等も可能と考えて宜し
いでしょうか。（工事積算内訳書）

宜しいです。

南側、既存U字溝U-240端部の集水桝の
仕様、寸法及び桝蓋の仕様を御指示下
さい。(A906)

集水桝は600角、H450、
グレーチング蓋はスチール製としてください。

既存排水管φ200C･250C･350Cは遠心力
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A916)

φ200Vは塩ﾋﾞ管、250C、350Cは遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
管としてください。

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ桝φ900の詳細及び桝蓋の
仕様を御指示下さい。御指示下さい。
(A916)

桝の詳細は図面に記載の通りです。
蓋は鋳鉄製蓋です。

第三校舎残置部分、既存屋外階段の鋼
製門扉のH寸法を御指示下さい。
(A910)

H2000としてください。

南側、既存ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝の側溝の仕
様、寸法及びｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋の仕様を御指
示下さい。(A906)

U-240 +ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋としてください。

南側、既存ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝端部の集水桝
の仕様、寸法及びｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋の仕様を
御指示下さい。(A906)

集水桝は600角、H450、
グレーチング蓋はスチール製としてください。
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図面内の各室平面詳細・展開図に「横
浜市立小・中学校詳細・備品関係詳細
図」参照としてG符号やその他I符号、
及びJ符号があります。横浜市のホー
ムページよりG符号は確認できました
が、I符号（給湯器ｶﾊﾞｰ、手洗・足洗
い他)及びJ符号（ファイリングキャビ
ネット棟）が確認できません。I符号
及びJ符号の最新標準図をご提示くだ
さい。

G家具・J備品図及びI詳細図を添付します。
別添をご確認ください。

別紙質疑書として工事積算内訳書と図
面による積算数量の差異等をまとめて
おりますが、現場説明書より工事積算
内訳書を正と考えて宜しいでしょう
か。その際、一部建具工事等、個別認
定に係る法規及びﾒｰｶｰ製作上変更が必
要となる項目もありますので、契約後
に内容精査の上、変更協議をお願いい
たします。（工事積算内訳書）

現場説明書を優先とします。
契約後、変更が必要な場合には別途協議としま
す。

山留めの撤去について、設計図では存
置しないと記載がありますが、工事積
算内訳書では残置と相違します。引抜
き後の周辺地盤への影響を考慮し、工
事積算内訳書を正と考えて宜しいで
しょうか。(A012)

宜しいです。

工事積算内訳書の仮囲いの項目に、引
継ぎ分及び新規分の仮囲い数量が明示
されておりますが、範囲が分かる資料
がありません。外構撤去平面図1に新
設仮囲いと書かれている範囲を引継ぎ
部分、それ以外を新規分と考えてよろ
しいでしょうか。（A906、A1001)

A906に記載の仮囲い及び新規仮囲い部分は引継ぎ
分とし、それ以外のA1002に記載の仮囲いは新規
としてください。

工事区分表において、消火器が建築工
事となっておりますが、工事積算内訳
書に記載がありません。別途設備工事
と考えて宜しいでしょうか。必要な場
合は詳細をご指示下さい。

内訳書を正としてください。変更が必要となった
場合には別途協議とします。

現場説明書の15建設副産物の処理に関
わる事項において、建設発生土のみ指
定があり、解体時のｺﾝｸﾘｰﾄ他廃材につ
いての指定はありませんが、工事積算
内訳書では指定処分となっておりま
す。現場説明書を正と考え、処分先に
指定はないものと考えて宜しいでしょ
うか。指定がある場合は各廃材の処分
先をご提示下さい。（現場説明書、工
事積算内訳書）

コンクリート、アスファルト、路盤材等のがれき
類は指定処分としてください。
　内訳書上の処分先は下記です。
　名称：世紀東急工業株式会社　横浜混合所
　所在地：横浜市都筑区川和町２１９

その他の指定処分先については「本市工事に伴い
排出する建設副産物の処分要領」をご確認くださ
い。
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多目的室（集会・発表等）において、
ひな段及び階段があり、仕上「天板:
白樺積層合板t20 UC、側板:ｼﾅ合板t20
UC」と記載がありますが、詳細図が無
く、下地組が不明です。詳細図をご指
示下さい。（A457）

A457図に追記しました。別添図をご確認くださ
い。

公告資料・現場説明書20 本工事にお
ける特別な事項にて、「埋蔵文化財の
試掘調査のために、工事期間を3週間
程度止める必要がある」と記載があり
ますが、全体工程に3週間の工事休止
期間が必要でしょうか。必要な場合、
対象となる具体的な場所(範囲)、時
期、期間を御指示下さい。

本工事における埋蔵文化財調査については、試掘
調査は工事着手前に実施することを想定していま
す。
このため、試掘調査に伴う工事期間中の約3週間
の休止期間については、原則見込むものではあり
ません。
ただし、諸事情により工事休止期間等が生じる場
合は、別途協議の対象とします。
なお、試掘調査の結果、埋蔵文化財が確認された
場合には、本格調査（数か月程度）が必要とな
り、その期間中は工事を停止する可能性がありま
す。その際の対応についても別途協議の対象とし
ます。

家屋調査において、摘要欄が「事前・
事後調査　経費含む」との記載とあ
り、該当範囲が不明です。指定数量・
対象範囲がわかる資料をご指示下さ
い。（工事積算内訳書）

数量については、別紙00-0088に記載のとおりで
す。
範囲については、契約後に提示します。

現場説明書の14施工・工程等に係る事
項 (10)に施工時間、施工方法、関係
期間との協議等に施工時間・施工期間
等は協議によると記載があります。工
程・仮設計画にあたり、現段階で判明
している学校行事等による作業不能
日・運搬規制等の条件がありましたら
ご提示下さい。（現場説明書）

大まかな年間行事予定は下記です。
　２月頃：全校集会
　３月頃：卒業証書授与式、修了式
　４月頃：着任式・始業式・入学式、学力調査
　５月頃：学力調査
　６月頃：授業参観
その他にも作業に影響する学校行事等もあります
ので都度調整をお願いします。

現場説明書の17周辺環境に対する配慮
事項において、大型車両その通行日に
は工事用の出入口に加え、監督員の指
示する箇所に交通整理員を配置と記載
がありますが、配置指定箇所が不明で
す。想定されている指定箇所をご指示
下さい。（現場説明書）

　南側搬出入口に至るまでの道路が狭あいなた
め、その経路上に配置としています。現場説明書
に記載の通りの延べ人数を計上してください。契
約後、変更が必要な場合には別途協議とします。

工事区分表において、借地料が建設工
事となっておりますが、該当範囲が不
明です。該当範囲及び月額等、借地料
の詳細をご提示下さい。（A022)

今回積算は不要です。
契約後、別途協議とします。
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工事区分表において、1.共通事項に本
設電力の使用料金が本工事とあります
が、ﾄﾗﾝｽ容量が不明です。ﾄﾗﾝｽ容量を
御指示下さい。(A-022)

単相225kVA、三相700kVAです。

工事区分表において、1.共通事項に電
力・電話・上下水道・ｶﾞｽその他本設
用引込負担金・基本料は別途工事とあ
りますが、水道加入金及び引き渡しま
での各種基本料金も別途と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。(A-
022)

宜しいです。

本年3月以降、各ﾒｰｶｰから中東情勢の
影響による価格改定の通達が届いてお
ります。
この影響については、横浜市工事請負
契約約款第26条（賃金又は物価の変動
に基づく請負代金額の変更）等にて協
議いただけるという認識でよろしいで
しょうか。御指示下さい。

宜しいです。必要に応じて協議の対象となりま
す。

給食室二重床ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ嵩上げにおい
て、断熱材の種別が不明です。1種と
考えて宜しいでしょうか。異なる場合
は種別を御指示下さい。

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材   1種と考えていま
す。

外構舗装工事において、黒玉石とあり
ますがｸﾞﾚｰﾄﾞが不明です。指定なしと
考えて宜しいでしょうか。異なる場合
はｸﾞﾚｰﾄﾞ他詳細を御指示下さい。

指定なしと考えて宜しいです。

外構工事において、ﾌｪﾝｽ沿いのL型側
溝W450がありますが、工事積算内訳書
では建築工事標準詳細図9-11-2とあり
ますが、図面では縁石+鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄの
標準詳細9-11-4(街きょ)のような表記
となっております。工事積算内訳書を
正と考え、L型側溝(既製品程度)と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。（工事積算内訳書P107、A904）

宜しいです。

工事積算内訳書と実際の施工において
乖離があり増減が発生した場合につい
て、横浜市工事請負契約約款の第25条
では「当該契約締結時の価格を基礎と
して、発注者と請負人とが協議して定
める。」と記載がありますが、当該契
約締結時の価格（単価）とは請負会社
が入札時に提出した工事内訳書の単価
でしょうか。若しくは横浜市にて入札
時の予算として算出された工事内訳書
の単価となるのでしょうか。御指示下
さい。

当該契約締結時の価格（単価）については、横浜
市にて算出した工事内訳書の単価を基礎としま
す。

建築局公共建築部学校整備課



32/44

232

233

234

235

236

237

238

239

屋上目隠し鉄骨のL-65*65*6の重量に
おいて工事積算内訳書では1.1tとなっ
ていますが図面上には無く、相違しま
す。積算上は工事積算内訳書を正と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(AS306)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

屋上目隠し胴縁において詳細が不明で
す。工事積算内訳書より、下記の様に
考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A753)
･C-150*50*20*3.2@750 GPL-6 2-
M12(中ﾎﾞﾙﾄ)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

仮設計画は横浜市「工事請負契約約
款」（総則）第１条３項により、「請
負人がその責任において定める。」と
記載があるので、任意仮設と解釈して
よろしいでしょうか。

任意仮設として取り扱って差し支えありません。
ただし、設計図書に示す条件（安全対策、周辺環
境対策、施工条件等）を十分に踏まえ、適切な仮
設計画を見込んでください。

給食ﾌﾞﾘｯｼﾞの高力ﾎﾞﾙﾄ締付け本数にお
いて工事積算内訳書では3082本となっ
ていますが、図面より算出すると3057
本と相違します。積算上は工事積算内
訳書を正と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。(AS307)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

屋上目隠し鉄骨のH-244*175*7*11の重
量において工事積算内訳書では9.9tと
なっていますが、図面より算出すると
12.6tと相違します。積算上は工事積
算内訳書を正と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(AS306)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

中東情勢の影響により、一部資材の新
規受注を停止するという通知をメー
カーから受けております。着工後に資
材調達ができず、やむを得ず工期の遅
延が見込まれる場合については、横浜
市工事請負契約約款第22条（工期の延
長）に基づき協議いただけるという認
識でよろしいでしょうか。御指示下さ
い。

宜しいです。施工者の責によらない場合に限り、
必要に応じて協議の対象となります。

地鎮祭・上棟式・竣工式等の式典費用
は不要（別途）と考えて宜しいでしょ
うか。見積に含むべき項目がある場合
は詳細を御指示下さい。

式典費用については、共通費率に含まれていま
す。

現場説明書にて建設発生土の指定処分
先の記載がありますが、可能な受入れ
土量の最大値に制限がありましたらご
指示ください。
また、受入れ対応時間は9～16時を想
定しておりますが、宜しいでしょう
か。ご指示ください。（現場説明書15
建設副産物の処理に係る事項）

受入れ土量については、状況により変動するた
め、その時点での調整となります。
また、受入れ対応時間については別添の建設発生
土受入手続のＰ２に記載のとおりです。なお、最
新の情報については以下のURLをご参照くださ
い。

https://yokohamaport.co.jp/business/soil/
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渡り廊下本体鉄骨の高力ﾎﾞﾙﾄ締付け本
数において工事積算内訳書では857本
となっていますが、図面より算出する
と564本と相違します。積算上は工事
積算内訳書を正と考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。(AS309)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ受鉄骨のあと施工ｱﾝｶｰ
本数において工事積算内訳書ではPC-
3020が計135本となっていますが、図
面より算出するとPC-3020が79本、ｳｪｯ
ｼﾞ式ﾄﾙｺﾝｱﾝｶｰが24本の計103本と相違
します。積算上は工事積算内訳書を正
と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。(A736)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

昇降口AW受鉄骨のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ本数におい
て工事積算内訳書では60本となってい
ますが、図面より算出すると64本と相
違します。積算上は工事積算内訳書を
正と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。(A722)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

渡り廊下本体鉄骨の高力ﾎﾞﾙﾄにおいて
工事積算内訳書ではM16のみとなって
いますが、図面上ではM12･M20も必要
であり相違します。積算上は工事積算
内訳書を正と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(AS309)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

目隠し壁胴縁の中ﾎﾞﾙﾄ本数において工
事積算内訳書では728本となっていま
すが、図面より算出すると649本と相
違します。積算上は工事積算内訳書を
正と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。(A753)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

給食機械室胴縁の中ﾎﾞﾙﾄ本数において
工事積算内訳書では1319本となってい
ますが、図面より算出すると1240本と
相違します。積算上は工事積算内訳書
を正と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。(A532･535)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

ｼｬｯﾀｰ受鉄骨のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ本数において
工事積算内訳書では44本となっていま
すが、図面より算出すると108本と相
違します。積算上は工事積算内訳書を
正と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。(A740~741)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ鉄骨のPL-6(SS400)の重量に
おいて工事積算内訳書では33kgとなっ
ていますが図面上には無く、相違しま
す。積算上は工事積算内訳書を正と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(AS308)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。
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ﾃﾗｽ屋根 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装において、工事
積算内訳書ではt=15で計上されていま
すが、設計図ではt=30と相違していま
す。積算上は工事積算内訳書を正と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A401)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

ﾃﾗｽ 床仕上 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装 t=30と記載
がありますが、工事積算内訳書では
t15と記載されております。工事積算
内訳書を正として、ABC商会:ﾊﾟｰｸｺｰﾄ
ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟｶﾗｰt15HS工法同等と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。
(A401)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

軒天 防水形複層塗材RE ｹｲｶﾙ板面にお
いて、工事積算内訳書では59.6m2とあ
りますが、図面より算出すると209m2
と相違します。積算上は工事積算内訳
書を正と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。(A401～406)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

EP-G塗り ｹｲｶﾙ板面 見上において、工
事積算内訳書では416m2とあります
が、図面より算出すると281m2と相違
しています。積算上は工事積算内訳書
を正と考えて宜しいでしょうか、御指
示下さい。(A401～406)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板において、工事積
算内訳書では突付けで計上されていま
すが、設計図では目透しと相違してい
ます。積算上は工事積算内訳書を正と
考えて宜しいでしょうか、御指示下さ
い。(A302～304)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

外壁 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞにおいて、工事
積算内訳書では923mとありますが、図
面より算出すると1687mと相違しま
す。積算上は工事積算内訳書を正と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A102～113)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

外壁 誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞにおいて、工事
積算内訳では1074mとありますが、図
面より算出すると1716mと相違しま
す。積算上は工事積算内訳書を正と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A102～113)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。
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屋外階段3 X8/AY7-8 金属手摺におい
て、工事積算内訳書では手摺の仕様が
記載されていますが、該当範囲の手摺
の仕様は工事積算内訳書を正と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
(A527･747)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

壁仕上げの木毛ｾﾒﾝﾄ板について、壁種
別図ではt=14とありますが、工事積算
内訳書ではt=15と相違しています。工
事積算内訳書のt=15を正と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。(A707)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

屋内階段の自立手摺について、屋内階
段詳細図ではH=1100･1400･1600とあり
ますが、工事積算内訳書では全て
H=1100と相違しています。屋内階段詳
細図の寸法を正と考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。(A521～524)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

渡り廊下 床仕上において、工事積算
内訳書では防水ﾓﾙﾀﾙの厚みがt15とあ
りますが、図面ではt80程度で図示さ
れており相違しています。工事積算内
訳書を正と考え、防水ﾓﾙﾀﾙの厚みは
t15と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。(A715)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

上記質疑に関連して、渡り廊下の階段
仕上において、工事積算内訳書では防
水ﾓﾙﾀﾙt30と記載されていますが、図
面ではﾓﾙﾀﾙの厚みの図示がないと思わ
れます。工事積算内訳書を正と考え、
階段の仕上は防水ﾓﾙﾀﾙt30と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

渡り廊下 手摺において、工事積算内
訳書では部分詳細図の手摺の仕様が記
載されていますが、図面では手摺SUS
φ34と記載されており、相違していま
す。工事積算内訳書を正と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。(A713)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

給湯器ｶﾊﾞｰにおいて、工事積算内訳書
では2階ﾊﾞﾙｺﾆｰ･2階北側ﾊﾞﾙｺﾆｰ北側に2
台×2列=4台のｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ t2の
給湯器ｶﾊﾞｰが1箇所ずつ記載されてい
ますが、設計図では給湯器ｶﾊﾞｰの該当
箇所は2階北側ﾊﾞﾙｺﾆｰと保健室横(地下
1階)に記載されており、相違していま
す。該当箇所は2階北側ﾊﾞﾙｺﾆｰと保健
室横と考え、給湯器ｶﾊﾞｰの詳細に関し
ては工事積算内訳書通りのｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾝﾁﾝ
ｸﾞﾊﾟﾈﾙ t2と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A411･465)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。
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工事積算内訳書 校舎棟 内装工事にお
いて、ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ調 0.6㎡とあり
ますが、該当範囲が不明な為、範囲を
御指示下さい。

技術員室、技術員室倉庫の踏込部床です。

工事積算内訳書 校舎棟 内装工事にお
いて、壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り ﾀｲﾌﾟ2(ﾉ
ﾝｱｽ)0.8FK 厚 8 11㎡とありますが、
該当範囲を御指示下さい。

各所ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地です。
（A704 D-16）

工事積算内訳書 校舎棟 塗装工事にお
いて、SOP塗り(糸幅300mm以下) 鉄鋼
面 15165mとありますが、一方枠や三
方枠等のSOP塗り(糸幅300mm以下)の合
計が603mと数量が相違しています。
SOP塗り(糸幅300mm以下)の該当範囲を
御指示下さい。

ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ見切縁、ﾄｲﾚ出入口三方枠（138.5*25、
170*25）、ﾄｲﾚ袖壁端部枠、職員更衣室1､2袖壁端
部枠、廊下天井照明器具取付用金物、照明器具吊
りﾊﾟｲﾌﾟ、廊下天井ｼﾅ有孔合板、羽目板取付金物
部分です。
内訳書を正として計上してください。

工事積算内訳書 校舎棟 内装工事にお
いて、階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 5.7㎡とありま
すが、仕上表はCT(ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)とある
ため、階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄの範囲が不明で
す。該当範囲を御指示下さい。(A203)

該当範囲は2階廊下2-6の階段部分です。
仕様は工事積算内訳書を正として計上してくださ
い。

工事積算内訳書 校舎棟 内装工事にお
いて、ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚さ2 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆ
ﾙ床ﾀｲﾙKT 多湿部 帯電防止 232㎡とあ
りますが、該当範囲が不明な為、範囲
を御指示下さい。

該当範囲は昇降口です。

工事積算内訳書 校舎棟 防水工事にお
いて、塗膜防水 平面 4.1㎡･立上り
3.1㎡計上されていますが、範囲が不
明です。防水を見込む範囲を御指示下
さい。

地下二重壁排水溝部分です。（A703）

工事積算内訳書 校舎棟 木工事におい
て、壁 木製胴縁 728㎡とあります
が、B1F音楽教室･1Fｽﾀｼﾞｵ室･3F多目的
室(集会)の壁種 G21･22･L11･12の合計
が191㎡となり相違しています。この
範囲以外に木製胴縁を見込む範囲がご
ざいましたら御指示下さい。(A707･
708)

左記部屋以外に各室掲示板の下地を含みます。
（A709）
内訳書を正として計上してください。

工事積算内訳書 校舎棟 塗装工事にお
いて、SOP塗り 鉄鋼面 7.6㎡とありま
すが、該当範囲を御指示下さい。

方立金物(間仕切～ｻｯｼ取合部)およびﾄｲﾚ出入口三
方枠（270*25)部分です。
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1F職員更衣室1･2の脱衣ｺｰﾅｰにおい
て、棚と図示がありますが、仕様は積
算内訳書の仕様に倣うと考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。(A478)

A478図、内部仕上表下部に記載の通り、お見積り
ください。

工事積算内訳書 給食室 ﾕﾆｯﾄ及びその
他において、調理衣掛け 5人用のW寸
法が650とありますが、詳細図D-39で
はW700であり相違します。積算上は工
事積算内訳書を正と考えて宜しいで
しょうか。(A560)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

工事積算内訳書 給食室 ﾕﾆｯﾄ及びその
他において、ｴﾌﾟﾛﾝ掛け 5人用のW寸法
が700とありますが、詳細図D-39では
W650であり相違します。積算上は工事
積算内訳書を正と考えて宜しいでしょ
うか。(A560)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

工事積算内訳書 給食室 ﾕﾆｯﾄ及びその
他において、ｴﾌﾟﾛﾝ掛け 6人用のW寸法
が800とありますが、詳細図D-39では
W900であり相違します。積算上は工事
積算内訳書を正と考えて宜しいでしょ
うか。(A560)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

工事積算内訳書 校舎棟 内装工事にお
いて、木毛ｾﾒﾝﾄ板(SD1-12)とあります
が、建具表に記載が無い為、無しと考
えて宜しいでしょうか。木毛ｾﾒﾝﾄ板を
見込む場合、詳細を御指示下さい。
(A613)

ありとし、SDに表面張りとしてください。
内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

工事積算内訳書 給食室 木工事におい
て、AW付額縁 40*25 4.8ｍと165*25
3.2ｍとありますが、具体的な該当建
具が不明です。御指示下さい。

40*25→AD11部分、165*25→AD12部分です。
(A548 D-31、32)

工事積算内訳書 給食室 金属工事にお
いて、厨房機器周囲ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ W60･
W80･W100･W120･W130･W250･W290･W350
の8項目の記載がありますが、各々の
具体的な範囲が不明です。御指示下さ
い。

W60→牛乳冷蔵庫側部
H80→牛乳冷蔵庫下部
W100→食器消毒保管庫上部、側部
W120→食品保冷庫、食品冷蔵庫下部
W130→食器消毒保管庫下部
W250→食品保冷庫上部
W290→牛乳冷蔵庫上部
W350→食品冷蔵庫上部

工事積算内訳書 校舎棟 内装工事にお
いて、天井 木毛ｾﾒﾝﾄ板 t15 準不燃
塗装下 1.7㎡とありますが、範囲を御
指示下さい。

廊下B1-1の下り天井部分です。
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SD2-06,3-02に於きまして、工事積算
内訳書に2連片引きとありますが、建
具表では2連片開きとなっており相違
しています。積算上は建具表を優先し
2連片開きと考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。
(A613，工事積算内訳書P47)

建具表通り、２連片開きとしてください。変更が
必要な場合には別途協議とします。

SD1-12に於きまして、工事積算内訳書
に木毛ｾﾒﾝﾄ板別計上とありますが、建
具表の仕上は焼付塗装となっており相
違しています。積算上は建具表を優先
し焼付塗装と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。
(A613、工事積算内訳書P47)

焼付塗装としてください。変更が必要な場合には
別途協議とします。

AW3-03,3-04,3-08,3-09,3-12,3-14に
於きまして、工事積算内訳書に防火設
備とありますが、建具表には防火設備
の記載がありません。積算上は建具表
を優先し防火設備は不要と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。
(A609、工事積算内訳書P45)

内訳書を正とし、防火設備としてください。変更
が必要な場合には別途協議とします。

AW3-02に於きまして、工事積算内訳書
に2連FIX窓とありますが、建具表では
引違い窓となっており相違していま
す。積算上は建具表を優先し引違い窓
と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。
(A608,610、工事積算内訳書P45)

内訳書を正とし、FIX窓としてください。変更が
必要な場合には別途協議とします。

SD1-13に於きまして、工事積算内訳書
では防火設備とありますが、建具表で
は特定防火設備となっており相違して
います。積算上は建具表を優先し特定
防火設備と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。
(A613、工事積算内訳書P47)

内訳書を正とし、防火設備としてください。変更
が必要な場合には別途協議とします。

断熱において、図面では壁・建具廻
り・屋上設備基礎欠陥部等は断熱材吹
付となっておりますが、工事積算内訳
書では記載がありません。断熱吹付が
正と考えて宜しいでしょうか。

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

AW0-03,2-14,2-25、2-26に於きまし
て、工事積算内訳書では水切とありま
すが、建具表には水切の記載はありま
せん。積算上は工事積算内訳書を正と
し水切は必要と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。
(A608、工事積算内訳書P44,45、85)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。
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SP3-02に於きまして、工事積算内訳書
では6連となっておりますが、建具表･
詳細図では5連となっており相違して
います。積算上は建具表･詳細図を優
先し5連と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。
(A612,726，工事積算内訳書P52)

６連としてください。変更が必要な場合には別途
協議とします。

SP2-10に於きまして、工事積算内訳書
には扉:額入の記載がありませんが、
建具表では額入となっており相違して
います。積算上は建具表を優先し扉:
額入と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。
(A611、工事積算内訳書P86)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

給食室のAW5に於きまして、工事積算
内訳書にｽﾃﾝﾚｽ下額縁の記載がありま
せんが、建具表ではｽﾃﾝﾚｽ下額縁の記
載があり相違しています。積算上は建
具表を優先しｽﾃﾝﾚｽ下額縁が必要と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。
(A541、工事積算内訳書P95)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

SSに於きまして、工事積算内訳書と建
具表で以下のように寸法が相違してい
ます。それぞれ積算上は建具表を正と
考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。
建具記号　　工事積算内訳書　　建具表
SS1-01　　　　　H2600　　　　　H2450
SS3-02　　　　　H2600　　　　　H2450
SS3-03　　　　　H2505　　　　　H2450
(A614、工事積算内訳書P51)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

SP0-01、3-07に於きまして、工事積算
内訳書ではｶﾞﾗﾘ付の記載がありません
が、建具表ではｶﾞﾗﾘ付となっており相
違しています。積算上は建具表を優先
しｶﾞﾗﾘ付と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。
(A611,612、工事積算内訳書P52)

ガラリ付としてください。変更が必要な場合には
別途協議とします。

SP3-01に於きまして、工事積算内訳書
では引違い戸とありますが、建具表で
は片引き戸となっており相違していま
す。積算上は建具表を優先し片引き戸
と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。
(A612、工事積算内訳書P52)

片引き戸としてください。変更が必要な場合には
別途協議とします。

SH2-05に於きまして、工事積算内訳書
にH2505とありますが、建具表では
H2450とあり相違しています。積算上
は建具表を優先しH2450と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。
(A614、工事積算内訳書P50)

内訳書を正とし、H2505としてください。変更が
必要な場合には別途協議とします。
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AWの遮音性に於きまして、工事積算内
訳書では遮音性:T-3とありますが、特
記仕様書では遮音性:T-1とあり相違し
ています。積算上は工事積算内訳書を
優先し遮音性:T-3と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。
(A014、工事積算内訳書P44、85,94)

遮音性：T-1として計上してください。変更が必
要な場合には別途協議とします。

塗装工事に於きまして、工事積算内訳
書の校舎棟･塗装工事内部(建具)にSOP
塗り(糸幅300mm以下)が510m計上され
ておりますが、施工箇所が不明です。
施工箇所を御指示下さい。
(工事積算内訳書P56)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

防水工事に於きまして、工事積算内訳
書の給食室･防水工事外部に建具枠廻
りｼｰﾘﾝｸﾞ10*10二重ｼｰﾙが54.6m計上さ
れておりますが、施工箇所が不明で
す。施工箇所を御指示下さい。
(工事積算内訳書P89)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

AW0-03に於きまして、工事積算内訳書
の名称に片開き戸の記載がありません
が、建具表では片開き戸の図示があり
相違しています。積算上は建具表を優
先し片開き戸が必要と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。
(A609,工事積算内訳書Ｐ44)

片開き戸はなしとしてください。変更が必要な場
合には別途協議とします。

SPのｶﾞﾗｽに於きまして、工事積算内訳
書のﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事ではｶﾞﾗｽ共とありま
すが、ｶﾞﾗｽ工事ではSP用のｶﾞﾗｽが計上
されており相違しています。積算上は
ｶﾞﾗｽは別計上と考え、ｶﾞﾗｽ工事に計上
が必要と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。
(工事積算内訳書P52,54,55,86)

SPではガラスは計上されていません。
SPはガラス別途とし、ガラス工事にて計上してく
ださい。

AWの外部性能に於きまして、工事積算
内訳書では気密性:A-3、水密性:W-4と
ありますが、詳細図では気密性:A-4、
水密性:W-5とあり相違しています。積
算上は工事積算内訳書を優先し気密
性:A-3、水密性:W-4と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。
(A721,723,工事積算内訳書P44、
85,94)

気密性:A-4、水密性:W-5として計上してくださ
い。変更が必要な場合には別途協議とします。
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外構ｽﾃｯﾌﾟ図 仮設校舎解体開始 新校
舎(仮使用)利用開始で記載の下記の撤
去工事が工事積算内訳書では記載があ
りません。別途工事と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A931)
□仮設校舎用受水ﾎﾟﾝﾌﾟ解体
□仮設校舎用消化水槽消化ﾎﾟﾝﾌﾟ解体
□仮設給食室解体
□仮設校舎解体
□屋外渡り廊下1解体

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ内の舗装、雲梯等が工事積算
内訳書では記載がありません。別途工
事と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。(A901･931)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

上記質疑で本工事の場合、下記の詳細
を基礎も含めてそれぞれ御指示下さ
い。(A901･931)
□ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装構成
□ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞのﾗｲﾝ引きの有無･仕様
□体育砂場工
□ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ
□鉄奉工
□ﾊﾝﾄ一棒
□雲梯

上記の通りです。

園庭1内の下記の内容が工事積算内訳
書では記載がありません。別途工事と
考えて宜しいでしょうか。また、本工
事の場合それぞれ詳細を御指示下さ
い。(A901･931)
□体育倉庫
□飼育小屋
□教材池
□立水栓･地流し
□百葉箱
□ﾍﾁﾏ棚
□水田
□造形砂場
□学級園 畑
□集水桝

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

園庭1内のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ舗装は別途工事と
考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。(A901)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

建築局公共建築部学校整備課
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本体躯体上部のｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装につい
て、外構詳細図1ではｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
t60+敷き砂層t30ですが、工事積算内
訳書ではｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞt60+敷き砂t20不
織布で相違しております。積算上は工
事積算内訳書を正と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。(A902)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

外構平面図 α部植栽 ｻﾂｷについて、
詳細が不明です。工事積算内訳書よ
り、H0.4×W0.5 10本/m2と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。(A901)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

屋外階段4前U字溝について、屋外階段
詳細図4ではW300×H300ですが、工事
積算内訳書ではW240で相違しておりま
す。工事積算内訳書を正とし、外構詳
細図4 U型側溝W240に倣うと考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。
(A528,905)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

給食室ﾌﾞﾘｯｼﾞ 道路境界部 U字溝につ
いて、部分詳細図28(給食ﾌﾞﾘｯｼﾞ詳細
図)ではW400×H400ですが、工事積算
内訳書ではW240で相違しております。
工事積算内訳書を正とし、外構詳細図
4 U型側溝W240に倣うと考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。
(A748,905)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

本体躯体上部のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装について、
詳細図がなく不明です。工事積算内訳
書通り表層ｱｽﾌｧﾙﾄt80と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。(A902)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

ﾐﾆｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ及びPC法枠の北側にW1500×
L27000程度の階段のような記載があり
ますが、工事積算内訳書では記載があ
りません。別途工事と考えて宜しいで
しょうか。また、本工事の場合は断面
詳細を御指示下さい。(A901)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

建築局公共建築部学校整備課
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L型側溝撤去の数量が、工事積算内訳
書では145mとありますが、図面より算
出すると209m(附帯工事施設範囲16mを
含む)と相違します。積算上は工事積
算内訳書を正と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A906)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

工事積算内訳書より地中埋設配管撤去
はφ75～350 129mですが、給排水衛生
設備配置図ではφ200C･250C･350Cの合
計47.5mと相違しています。 工事積算
内訳書が正の場合、埋設管の仕様及び
管径毎のm数を御指示下さい。(A916)

内訳書を正としてください。
φ75：21.5ｍ
φ200：34.0ｍ
φ250：32.3ｍ
φ350：41.0ｍ
変更が必要な場合には別途協議とします。

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

正門の門塀及びﾐﾆｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ部 塀の仕上
材について、図面では外装薄塗材 Eで
すが、工事積算内訳書では防水型複層
塗材REﾌｯ素で相違しております。工事
積算内訳書を正と考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。(A902,903)

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

外構土工事の工作物解体部の埋戻しの
数量が、工事積算内訳書では53.1m3と
ありますが、図面より算出すると約
148m3と相違します。工事積算内訳書
が正の場合、工作物解体部の埋戻し
53.1m3の内訳を御指示下さい。

内訳書を正としてください。
第三校舎残置部分撤去部分、地中埋設配管撤去で
す。
変更が必要な場合には別途協議とします。

舗装の面積について、下記の通り工事
積算内訳書と算出数量で相違しており
ます。算出数量を正と考えて宜しいで
しょうか。(A401,405,406,901)
                            　　工
事積算内訳書        算出数量
□地下1階ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装
184m2                 257m2
□ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装
996m2                 883m2
□ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ舗装
509m2                 453m2
□玉砂利
45.9m2                48.1m2

内訳書を正としてください。変更が必要な場合に
は別途協議とします。

外構詳細図4 D RC立ち上がりの仕上材
について、図面では防水型複層塗材RE
ﾌｯ素ですが、工事積算内訳書では外装
薄塗材 Eで相違しております。工事積
算内訳書を正と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。(A905)

建築局公共建築部学校整備課
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工事積算内訳書より発生材処理 運搬
の発生材積込みと発生材運搬に内装材
(石こうﾎﾞｰﾄﾞ類) 2m3の記載がありま
すが、図中に見当たりません。 工事
積算内訳書が正の場合、内装材(石こ
うﾎﾞｰﾄﾞ類)の厚み及び撤去範囲を御指
示下さい。

内訳書に記載の「石こうﾎﾞｰﾄﾞ類」は誤記です。
具体的な内容としてはﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ、U字溝のｸﾞﾚｰﾁﾝ
ｸﾞ蓋、第三校舎残置部分撤去の金属手すり、地中
配管です。
ただし、変更が必要な場合には別途協議としま
す。

工事積算内訳書より発生材処理 処分
の発生材処分に建設廃材指定処分費
2.3tの記載がありますが、詳細が不明
です。 該当撤去物の内訳を御指示下
さい。

具体的な内容としてはﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ、U字溝のｸﾞﾚｰﾁﾝ
ｸﾞ蓋、第三校舎残置部分撤去の金属手すり、地中
配管です。
ただし、変更が必要な場合には別途協議としま
す。

工事積算内訳書より発生材処理 処分
の有価物売却に鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 44.9tの
記載がありますが、詳細が不明です。
該当撤去物の内訳を御指示下さい。

外構工事　撤去工事における鉄筋くずを指しま
す。発生材処分の無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 類449ｍ3にたいし
て100ｋｇ/ｍ3相当で算出しております。
ただし、変更が必要な場合には別途協議としま
す。

工事積算内訳書より発生材処理 運搬
の発生材積込みに無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 449m3
の記載がありますが、図面より算出す
ると約366m3と相違します。工事積算
内訳書が正の場合、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
449m3の内訳を御指示下さい。

内訳書を正としてください。
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装：47.9ｍ3
A．ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁：10.5ｍ3
B．ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁：55.1ｍ3（階段、桝含む）
C.間知石擁壁：184ｍ3（階段含む）
D.間知石擁壁：3.8ｍ3
南側.ﾈｯﾄﾌｪﾝ基礎：3.4ｍ3
U字溝：5.1ｍ3
L型側溝：11.6ｍ3
第三校舎残置部分撤去：115ｍ3
中埋設配管撤去：11.5ｍ3
変更が必要な場合には別途協議とします。

学校整備課　電話045-671-2969
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質問No.2,187 回答図



框
100×50×t1.7/2.5

上中下桟
50×50×t1.2

格子(@100)
20×28×1.0/1.8t

L‒30×30×t3

平面図 S=1:20

正面図 S=1:20

□400

70
17

30

15
0

64
0

64
0

30
0

18
00

50
0

8
772

22
98

柱外々=998

98

柱芯々=900

支柱
98×98×t4.0

レバーハンドル錠 LA50(ST)‒1
(内側︓サムターン
外側︓シリンダー)

(美和ロック製)

錠部 詳細図 S=1:5

8 レバーハンドル錠 LA50(ST)‒1
(内側︓サムターン
外側︓シリンダー)

(美和ロック製)

ヒンジ部 詳細図 S=1:5
框
100×50×t1.7/2.5

支柱
98×98×t4.0

ヒンジ

20 2

戸当り部(内観) 詳細図 S=1:5

8

戸当り

落し棒部(内観) 詳細図 S=1:5

落し棒受け

φ12

落し棒
(SUS)

70

支柱
框

98×98×t4.0
100×50×t1.7/2.5

部材 サイズ
JIS H 4100 A6005CS‒T5
材質 表面処理

JIS H 8602

スマートラインA1型門扉
H1800×W900･片開き･LA錠

上中下桟 50×50×t1.2
格子 20×28×1.0/1.8t JIS H 4100 A6063S‒T5

質問No.178 回答図
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陪浜市建築局

質問No.217 回答図



図面記号の構成 G系列分類表

区 りりり 100 200 30り 40り 500 6りり 7り0 800 900 
分
番

収納家具 収納家具 収納家具 収納家具Eコ
一般事頂 ステソレス家具 畠示用家具 実習用家具 雑家具万

（スチール） （木。パーテージョソ） （木。その他） （木。その他）

りり 共囲事項 共通事項 共通事項 共囲事項 共通事項 共通事項 共通事頂

10 清掃用流し 収納戸棚 ロッカー 黒板。凩リイト応ード‘ 理科教室

整理戸梱 収納戸棚 雑

20 一糎流し 阪納棚 掃除用具入 行事用幻イト応ード‘ 家庭科教室（小学校）

30 引出付整理戸棚 靴入
黒板

疇府'J1W—ド‘ 家庭科教室（中学校） 鏡

給湯付一糖流し ジョーゲース 引出付取納戸棚

40 整理棚 吊戸棚 上下
黒板
汎'J1 卜術‘—ド‘

i ＋仝父口

50 二應流し 圭日カ木ロ 圭日カ木ロ 月| 分
黒板
府'J1 卜術‘—ド‘

収納梱

6り 三應流し 作業台 作業台 片月 1 汎りイト術‘—ド‘

70 流し（甫販品） ロッカー 圭巳カオロミ 上下日面幻イト応ード‘

80 作業台。コソロ台 掃除用具入 畠示板（アルミ粋）

作業台

90 戸棚。棚他 靴入

部室。武道場。
1121（武） 1280 (武・稲） 1450（武） 1510（武） 1610（稲） 1810（武）
1122B（普） 1291 (武・爵・屋改修） 1451（罹） 1512A・ B (普） 1812（武）

屋内運動場（改修） 1831（武）

1460 (1) 1511A・ Blプ）

プール（参考） 1520 (1) 
1530 (1) 

※屋内運動場の倫品は『横浜市立小。中学校屋内運動場95型18改（大規模校参考図）』に記訥しました。

※屋囚運動場改修工事の箭品は『横浜田立小。中学校屋内運動場95型18改（大規模校参考閏）』を使用します。
分類表（ただし、靴入のみG-1291を使用します。） 名称

縮尺 記号 G-000 
設計年月日 令和7年3月

桔浜市建築局



G-100ステンレス家具（仕椋）

1.適用範団 1) 本仕椋は、横浜市学校建築工事倫品のステンレス流し、観察台及 4.仕 上

び、収納庫等に遮用する。

2.村料及び規格 1) 使用するステンレス鋼は、JISG 4304（熱周圧廷ステンレス鋼

飯及び鋼帯）または、JISG 4305（冷固圧廷ステンレス鋼板及び

び鋼帯）のSUS304及び SUS430とする。

2) 使用する給水管は、JWWAK116水道用硬質謳化ビニルワイニ

ング鋼管「VA管」とし、ねじ込み式管追防食管継手とする。 5し付属金物

3) 使用する給湯管は、JWWAK140水道用耐熱性硬質塩化ビニ）レ

ワイニング鋼管「日VA管」とし、継手類は給湯用ねじ込み式管端防

食継手とする。

4) 給水管、給湯管とも保温帯を巻くものとする。

1) ステンレス鋼板表国は、井300以上のバフ研磨仕上とする。

2) 罰項の給水管、給湯管は保温厚さ20mmのグラスウール保温筒

を使用し、鉄線、原紙、綿布の順に仕上げ、綿布上に塗装（下塗り、

中塗り、上塗り）を施したものとする。｀ ジンクの裏団及び給水管は、アクリル樹指系防露断熱塗装厚2
mmを施すものとする。

1) 引手及び均手は、ステンレスSUS304とする。

2) 使用するビスは、ステンレスとする。

：） 排水トワップは、オーバーフロー付の場合は、丁14AOC-50

VP用、その他の場合は、丁14A-50VP用とし、ゴミ収納器付と

する。

3.製作 1) 溶授は、直流ア）レゴンアーク溶授とする。但し、骨組部は、交流 6.据付け I 1) 据付けは、ホールインアンカーにより、床に水平に固定する。

ァーク溶授も可とする。

2) 骨組及び補強村の溶授は、連続溶培とし、その強度は、部村と同

等以上とする。

7、検査及び試験 1) 製品は、図面と適合していなければならない。

3) 人体の授し易い出隅音記分は、 10~20mm程度の丸面をとるもの

とする。

4) 票板は、四方を折日げ、四隅は平）骨に仕上げる。長尺の場合は、

各流しに図示通りに割付けタップビス止めとし、取タトし可笙とする。

5) 水］全国付部の穴は、cf>26とし、その裏面に補強村をス虐ット溶

培として困付ける。 （図示）

6) 給水管及び給湯管耳町付金物は、竪管は 1箇所、横引管は、両鵡に

1箇所ずつ取付ける。但し、最大支持圃隔は、 1200とする。

7) 給水管、給湯管のネジ培合部にはジール村を使用し、規定の締め 8.工事区分

付けを行う。

2) 仕上は、良好で、著しい傷、変形、邑裂及び溶接ずれなどがあっ

てはならない。

3) ネジ類の締付け、溶授が完全に行われていなければならない。

4) 製品の寸法精度は、土2mm以下とする。

5) 給水管及び給湯管は、 10kg/m2による20分固の水圧試験を
，，，一～

1丁つ。

6) ジンク及びトワップ取合節は、満水試験 (20分固）により漏7k

がないものとする。

仕椋□c-1 oo ロロ 令和7年3月

桔浜市建築局
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[60x15x15-1.5i 

巾休モ言口／］三：i卒レ：UコST430し3x3Qx30

」

ロ

og
n
 

断面詳細図

名称 願準断言］諄紺図

縮尺 1/5 記号 G-101 

設計年月日 令和7年3月

桔浜市建築局



仕 桔

番号 名称 材質

① 幕板 SUS 304-1.0t 
② 排水トラップ 50丁14AOCVP用ゴミ取納付
① 給水横引管 20A VA 

鍔I I① 給水竪引管 20A VA 

⑤ オーバーフロー 25Aストレーナー付
⑤ 取付ボルト
⑦ 取付金具
⑤ 取出ツ

, l1i習H I SUS 430-1.0t 

20, 20 110 

8
 

゜
120 

0
9
 

゜

5
 

注） a寸法は、各図面参照

O
L
↑
 

名称 I 櫂準汀細図

縮尺 I 1 /3 I記号 G-102 

100 設計年月 令和7年3月

雄浜市建築局
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1

200 

ロ ロ

0~9 

平団図

゜寸n

／／口
::〕―-----：三三ロ------

: : Q 
I I ____  ¥_ __  

0
8
寸

正団図

使用箇所

＼学校）

］ロ-------［三三三ロロ ： 

I I I I 

I ①十．： ：： 
L--------口—□ -_J | 

側面図

桔浜市建築局
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x4ox40 
ゴミ収納付

785 

平団図

200 100
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L ______________J  
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I
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|
 

法

H630 

使用箇所

家庭科教室（中学校）

特記事項

正団図 側面図

桔浜市建築局



寸 法

W1,350 x D610 x H480 

二二ニ――ー＝ロロ―――――ーーロL=-=-=-=-ロロニ C二：＇
co 

こ
こ ド 使用箇所

゜
ぐ＼l

｀ 伺別支援学級教室（第二学習室） （小学校）

こっ
ヽ

／ 

<..D 

4 

仕 椋

番号 名称 材質

こ
¥ / -;-1、, 甲板。氷想 SUS 304-1, 01 

区
¥/2 墓板 SUS 304-1, 01 

［ ロ
¥/3 骨組 SUS 430-L3X40X40 

(4 排水トラップ 50丁14AOCVP用ゴミ取納付
／ 5 補強材 SUS 430-1。5t X 6 0 
＼ 

1,350 
¥/6 給水横引管 20A VA 

（プ 給水竪引管 20A VA 
/8  
＼ 給湯横引管 20A HVA 

平面図
／ 巳l 給湯竪引管 20A HVA ＼ 

do オーバーフロー 20Aストレーナー付

l 
200 300 200 金物及びそのイ也

l l l 番号使用箇所 名称

口エ二
／
＿ 二/[] 

c:::, 

ロー[J □ ば
ぐ＼l にII = 二

：：三——---―ー＝＝ロ I I 
I I 

卜 寸「 •—- ------------------7「―---→ L.J ` l （ f----------------t_=:JI I 
特記事項

11 I I | | | I I 
11 I I ＝ | 

／ 
I I 

| ・混合X2
11 

i←⑤ 
u-) 

| 

Oi 
| 

て
11 | | 

11 | | 

攣1l I I | I I ］ C二）
co 

／ 

1~-- —寸IiI ---------―口＊ 土—----------1+ —--- 寸

丁□ II 

H I I 

!! /0ロ I I 
I I 

： ①三→ 1 

/-----―ーー／ー一ーーーーロ L~ ------------------_J ［ 口ニ~ I I 
-------------_J | 

| 

C二：l
こっ
ヽ

名称 清掃用涜し

正面図 側国図 縮尺 1 1 1 0 記号 G-112 
設計年月日 令和7年3月

棋浜田建簗局



゜

寸法

W1,300 x D500 x H630 

1口＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二ロ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二］二□ CXJ 号 使用箇所

4 ° `  口 倉庫

゜ ←喜

ロ？ 仕様

0 番号名称 材質

ド ① 甲板。水想 SUS 304-1.0t 
② 幕板 SUS 304-1.0t 
① 骨組 SUS 430-L3 x 40 x 40 
④排水トラップ 50丁14AVP用 コミ収納付

60 660 50 430 70 ⑤ 補強材 SUS 430-1.StxGO 
30 1 300 ⑤ 給水横引管 20A VA 

' ⑦ 給水竪引管 20A VA 

平団図

400 395 100 

／ 

（立ニニニニニ／口—□Lニニニニニニニニ―二J7冗□ 員 日 番号使月箇所 金口称

O 11 11 

゜口 I I I べ I I I 
I I I I 
I I I | | 

,------------------―ーナー「―-- -----「|―――寸 ご [----------「lI I 

l :1 l 

I I I I I O 11 I I I 
I O I I I I O I I I I 11 I 
I CXJ I I I I N I I I I 11 I 
| 凶|| | ¥ |I J I ii I 
I I I I ~= +-|--~ I,I  I 
I I I I ~ロロロ ?I I I ii I 

¥ I I)  I I I I I 
~__ -コニ＝ニ口---+ +- | | | | | 。 特記事項

--―|  | | | | | | り|―――|

I I I I 口／ 口／ “ 口I I I I 給水 x]
I I I I 二 |① ＼ニ I I | | | 一 | | | | 

＼ 口二／ ： ＼ (—• : / : : 
I I I I I 

[---------―ーー~--l l __________________ J L-------―ーロ
| 

o 名称 清屑用二讐流し

゜`
 縮尺 1 / 1 0 記号 G-113 

正団図 側面図 設計年月日令和7年3月

桔浜市建築局



寸 法

W1,350 x D610 x H570 

C二：＇
ニェニ――ー一ロ―----—ーロL―――ーロロニ co 

こ
こ ド 使用箇所

゜
ぐ＼l
｀ 伺別支援学級教室（第二学習室） （中学校）

こっ
ヽ

／ 
<..D 

4 

仕 椋
番号 名称 材質

こ '＼1ノ‘ 甲板。氷想 SUS 304-1, 01 
区

(2 墓板 SUS 304-1, 01 

［ ロ
(3 骨組 SUS 430-L3X40X40 

(4 排水トラップ 50丁14AOCVP用ゴミ取納付

（ビ 補強材 SUS 430-1。5t X 6 0 

(6 給水横引管 20A VA 
1,350 

（フ 給水竪引管 20A VA 

(8 給湯横引管 20A HVA 

平面図
(9 給湯竪引管 20A HVA 

Qo オーバーフロー 20Aストレーナー付

200 300 団〔〕

I l l l 金物及びそのイ也
番号使用箇所 名称

□ 二□ ／＿ □ ／夏I］ I こ
ば

ロー［J r~ ぐ 口I I こう ――-------
I I =て一一i 口--一――---- 口 I I 
I I I I 

トー―--7r-----------------------------7r-----j 三l （ ←---------------t_=:JI I 

11 I I | | I I 
| 

11 I I ＝ | 

／ 
I I | 

11 

←這）
u-) 

| 

O! 
| 特記事項cu 

11 | | 

11 | | 

い
．混合X2

1l I I | I I ! 

／ 
I ~----]ロ- ---□二 士ロ――---------三---- こ

I 口＝
丁 ／ I I rヽ`

ロ I I I I 口 ば I I 
I I I I 

： ①三→ 1 I I I I 

： ［ ¥ | 
ロニ／ I I 

| I I 

| ／］ | 

| | I I 
I I | | I I 
L________  _ ______  I_ _I_ - --- ----- - - ----- - -_J L ______________J | 

| 

C二：l
こっ

清掃用涜しヽ

名称

正面図 側国図 縮尺 1 1 1 0 記号 G-114 
設計年月日 令和7年3月

棋浜田建簗局



寸法

wsoo x D610 x H700 

1口＝＝＝＝＝＝＝ロニロロ

4
 

゜＼口
＼ 

／ 

三g
0~9 

使用箇所

図画工作準備室

仕 様

番号 名称 材質

ミ
① 甲板。水想 SUS 304-1.0t 
② 幕板 SUS 304-1.0t 

」
① 骨組 SUS 430-L3 x 40 x 40 

④ 排水トラップ 50丁14AOCVP用コミ収納付
⑤ 給水横引管 20A VA 
⑤ 給水竪引管 20A VA 

800 
霞） オーバーフロー 25Aストレーナー付

平団図

300 100

ロ
二＿1口 □

------J_L--I 
| | | 

I I I 
ii i ! 
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金
番号I使用箇所

物

名称

O
O
L
 

特記事項

給水x2

正団図 側団図

名称 一糖流し

縮尺 1 / 1 0 記号 G-120 

設計年月日 令和7年3月

桔浜市建築局



寸 法

W1,650 x D610 x H660 

゜17 ――----------—ー［ロ―-----------—ーロロエロ ① 

゜ 使用箇所り

゜
美俯教室

゜、， 臼

／ 
゜ヽ4 “3 

仕 様

番号 名称 材質

① 甲板。水想 SUS 304-1.0t 

゜
② 幕板 SUS 304-1.0t 

卜 ① 骨組 SUS 430-L3 x 40 x 40 

④ 排水トラップ 50丁14AOCVP用コミ収納付
⑤ 補強材 SUS 430-1.StxGO 
⑤ 給水横引管 20A VA 

60 60 ⑦ 給水竪引管 20A VA 

1,650 ⑤ オーバーフロー 25Aストレーナー付

平面図

500 500 100 

＾ 丑上 物

番号使用箇所 名称

可――--g~-------J7可ーーーー；；；；6□-―-J7冗工~h ゜L.() 

｀ ロ
ヽ

I I 
I I 

l •—- ------------ ------------------------------t+----] ご （ ←-----------―ーニ::-i! ! l 

| | | I I I I 

| 

゜
| | 

O! 
I 1 

| m | | I 1 

| 凶
| | I I 

| | | I I I 1 

＼ | | I I ) I 

"'--------

-------〔] ± 口---------------—--I+---~ ~---

+ | | ： 特記事項
I I I I I I 

゜ 給水x]
I I I I 

／ 

I I “つ

量＇＝ ／ 
“つ

I I I I 口< ¥ 

゜
| 

I I 

| | 
I I 

| | ー／一 | | 

| 
I I 

| 
I I 

I I | I I 

し―---------- --------_l_ _l_------------------------ L ______________J  | 

| 名称 一糖流し

゜゚ヽ 縮尺 1 / 1 0 記号 G-121 

設計年月日 令和7年3月

正面図 側面図 桔浜市建築局



寸法

W1,200 x D610 x H700 

使用箇所

美俯準備室

□g 
仕 様

材質

包L口 ］ 

゜

1.0t 

ヽ

.Ot 

“3 

x4ox40 
P用ゴミ収納付

、＼ ① 

.5tx60 

／ 
言

ーナー付
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正団図 側面図

金
番号I使用箇所

物

名称

特記事項

給水 X1 

：：ニ
設計年月

作業合付ー］曹況し

□ G-122 令和7年3月

桔浜市建築局



寸 法

A: W2,530 x D610 x H480 
B: W2,530 x D610 x H630 

口 □ ［口＝＝＝＝＝＝＝＝＝—-一ーーロ □ ―-----------―ーロロ—-------------〔 □ —------------— □ 1
〇
CX) 

゜り
゜ 使用箇所

゜
ベヽ

A: 廊下（小学校）

／ ゜
B: 鹿下（中学校）

｀ c..o 
120 I 4 

仕 様

番号 名称 材質

゜ ① 甲板。水想 SUS 304-1.0t 卜

② 幕板 SUS 304-1.0t 
① 骨組 SUS 430-L3 x 40 x 40 

④ 排水トラップ 50丁14AVP用 コミ収納付

60 60 ⑤ 補強材 SUS 430-1.StxGO 
⑤ 30 30 
給水横引管 20A VA 

2,530 ⑦ 給水竪引管 20A VA 

平面図

500 500 

I 

ロ可ニニニニニニニ号三ニニニニ『可ニニニニニニニ；；；；ニニニ□冗 ＾ 丑上 物
ロニロニロニロニ＼

゜ 口 番号使用箇所 名称m 
り

I I 

゜
I I 

！三 ゜ I I 

｀ 
I I 
I I 

I I 

1--------------T  7:: ―|――| |―---------- ----------------------7 r----------------―ロ―

一
I I i :J' 

I I 

| | | | | 

．ヽ ．ー—- ----片-＝-＝-＝-戸 — ＇ 

| | I I 

゜| | I I ゜
| | | | | 

| | I I 

｀ 
| | | | | ： | < I I | | | | ） 

| 
＼ー彗二ロ――--------|_~I_ -----------―-― ---」 」----------------

| | | 

←! 
| 

／ ／ ／ ／ 
| | 

| 

① 口三二］: 
特記事項| 工

| 
口三二］ 。W寸法は実施設計対応とする。| 

| | | 給水 x5
| | | 

| | | 

| | | 

:--------―ー／〕——-_J
| | 

| | 

_J ________ --------_L  上-----------------_J L ______________J 

| 

II ゜ 名称 一胴手：況い流し゜ヽI 
縮尺 1 / 1 0 記号 G-123 

正面図 側面図 設計年月日 令和7年3月

桔浜市建築局
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平面図
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: -------□ロコ／］： ：：： ： 
: 0 /]:: 
！ 口ニ／ ！ □ 
I I I 
I I I 
L ______________J  | 

使用箇所

学校）

正面図 側面図

特記事項



寸法

W1,200 x D610 x H660 

I□ ＝口］二一 ゜------------- ~ CXJ 

゜り 使用箇所

g C 家庭科準備室（中学校）

← ←一＿＿ ゜ 給食配膳室（ 1)、給食配膳室（2)

r 4 1,20 る 仕様

番号名称 材質

① 甲板。水想 SUS 304-1.0t 
ミ ② 幕板 SUS 304-1.0t 

① 骨組 SUS 430-L3 x 40 x 40 
④ 排水トラップ 50丁14AOCVP用コミ収納付
⑤ 補強材 SUS 430-1.StxGO 

60 匹 ⑤ 給闘横引管 20A VA 
I--- ⑦ 給水竪引管 20A VA 

1,200 ⑤ ォーバーフロー 25Aストレーナー付

平面図

500 100 

金物

／ 
番号使用箇所 名称

（ニ 工 口 日---g--ニ------—凶［ロ
← | | l | | 

「―------------—←--------------I+---―ー~ ;::i ( □ ー―---------—ーニ7 ! ! 

I I I I I It :i 

I O I I I゚ I 1 11 I m | | | | |'|  

I 凶 I I I l 1 ;1 
| | | | | | | l | 

＼ ~-------~~~---------］ I I ＝二＝ ／ JI ： | ¥ ‘----
| ――ーロ

／ 
11 I 0 特記事項
I I I lD 

／ ロ
I CD 給水x2

／ 
|二~ - I 

I I I 
I I I 

l ____ J!!! __________ J________________, _____________ i 
l 

g 名称 一糖流し

ヽ 縮尺 1/ 1 0 記号 G-130B

正面図 側面図 設計年月日令和7年3月

桔浜市建築局



寸法

W1,500 x D610 x H700 

（］ 
1口＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝口口＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝口ロエロ

口
汀
『

ロg
使用箇所

理科準備室

／ 

ロ
1,500 

゜` 
2戸口

c.o 
仕 様

番号 名称 材質

① 甲板。水想 SUS 304-1.0t 
② 幕板 SUS 304-1.0t 

ミ ① 骨組 SUS 430-L3 x 40 x 40 

④ 排水トラップ 50丁14AOCVP用コミ収納付

」 ⑤ 補強材 SUS 430-1.StxGO 
⑤ 給水横引管 20A VA 
⑦ 給水竪引管 20A VA 
⑤ 給湯竪引管 20A HVA 
⑤ ォーバーフロー 25Aストレーナー付

平面図

200 400 500 

金

〇八
＼ 

ロ（二＝＝口＝＝□ =＝＝＝＝＝＝＝言＝＝＝＝＝二□
I I ← | | 

--17―--------------- ---------------------- --

| | | | | | | | | 

| : | 1 区 iII i : : : 

:: : : ` i i o: : 
| ¥ : : | | : : J 
～一丁 r-----------------―| ―|―-------------- --- / 
| | | 1 言二＝口］

I←返〕 1 | ： ：：： 
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-------------工~I I 
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①:||| 
11 I 
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R¥II:・・------□□三□／］］
□ [---L:-]:: 
ロ三／ i ／ 

L ______________J : 

番号I使用箇所

物

名称

特記事項

給水x2
混合 X1（左）

O
O
L
 

正面図 側面図 □ □ニ









































































































































































































































































































































































































質問No.217 回答図
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令和８年度 

建設発生土受入手続

令和８年４月１日

横 浜 市 港 湾 局           

横浜港埠頭株式会社

01212090
テキストボックス
質問No.234　回答資料



この「建設発生土受入手続」は、横浜市内の公共事業等で発生する建設発生土を中継所に搬入する

場合の、搬入できる事業、受入基準、料金、申込み方法等について定めたものです。 

本手続については、横浜港埠頭株式会社（以下、「埠頭会社」という。）建設発生土受入事業課（TEL：

045-671-0500）にお問い合わせください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【搬入申込窓口】 

横浜港埠頭株式会社 建設発生土受入事業課 
〒231-0023 横浜市中区山下町２ 産業貿易センタービル４階 
ＴＥＬ ０４５－６７１－０５００ 
ＦＡＸ ０４５－６７１－０５２１ 

＜窓口受付時間＞ 
８：４５～１２：００ １３：００～１７：００ 

＜窓口休業日＞ 
土曜日 日曜日 祝日 振替休日 および年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 
【建設発生土の受入れ手続きのご案内】 
1  建設発生土受入れ情報の確認方法 
  建設発生土受入れの最新情報は埠頭会社のホームページに掲載しています。 

・トップページ：https://yokohamaport.co.jp 
画面右上の ［建設発生土の受入］ をクリックすると、建設発生土専用ページへ移動できます。 

 
2 建設発生土に関する主な掲載内容 

・「建設発生土の受入」ページ：https://yokohamaport.co.jp/business/soil 
このページでは、以下の情報をご覧いただけます。 
● 受入手続きについて 

受入れに必要な手続き方法、提出書類、受付の流れなどを説明しています。 
● 受入不可の内容について 

中継所に受入れできない土砂や条件などを掲載しています。 
● 初めてご利用される方へ 

初めて埠頭会社をご利用いただく方のための説明資料をまとめています。 
● よくある質問（Q&A） 

お問合せが多い事項を分かりやすくまとめています。 
3 様式（書式）ダウンロードについて 

各種様式と記入例のダウンロードは以下の URL をご利用ください。 
・様式ページ：https://yokohamaport.co.jp/business/soil/download 
【注意】様式は随時改訂されています。最新の様式を確認の上、ご利用ください。 

 
 

工事発生総土量が５００㎥以上（ほぐし）となる場合は、申込み手続きの際、①検定試

験表（原本）（土砂検定試験結果）、試料採取個所平面・断面図（印入り原本）等及び②横

浜市みどり環境局が発行する申込書類事前確認通知書の写しが必要となります。 

【お問い合わせ先】 

①：港湾局新本牧事業推進課（TEL：045-671-7390） 

②：みどり環境局公園緑地維持課 建設発生土等担当（TEL：045-671-3692） 

市庁舎住所：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 
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１ 建設発生土を搬入できる事業 
建設発生土対策協議会が認めた事業等とします。 

 
２  搬入できる建設発生土の性状等 
   搬入できる建設発生土は次に示す性状等をすべて満たしたものとします。 
（１）有害物質を含んでいないもの 
（２）「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の「廃棄物」に該当しないもの 
（３）含水比が高くないもの 
（４）悪臭を放たないもの 
（５）別紙「臨海部埋立地への建設発生土受入れに係る土砂検定試験実施要領」に示す受入基準に適

合したもの 
（６）土壌汚染対策法に規定する要措置区域等（要措置区域、形質変更時要届出区域）の指定（指定

予定を含む）された土地から発生する土砂ではないもの（法第 16 条第 1 項で定められた認定調

査により、基準適合認定を受けた土砂を除く） 
（７）「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」並びにその関連する法令、規則及び通達、そ

の他受入地の状況から埋立用材に適合するもの 
（８）（１）～（４）について中継所のゲートでの確認で受入可能と判断されたもの 
 
３  中継所の受入時間及び休業日 
（１）中継所の受入時間及び休業日は、表－１（２頁）のとおりです。 

（２）夜間の受入れは、大黒ふ頭中継所のみで実施します。なお、安全確保について埠頭会社と協議

してください。 

（３）各中継所の受入時間及び受入れの可否については、天候や中継所の状況等により制限する場合

がありますので、表－１の問合せ先に電話等で確認してください。 

（４）その他、やむを得ない理由により発券や中継所への受入れを制限させていただく場合がありま

す。 
（５）中継所の位置図及び案内図は、別図１（３頁）・別図２（４頁）のとおりです。 

 

４ 搬入期間と事前受付 

  建設発生土を中継所に搬入する期間は、表－２（２頁）のとおり、年度を上期と下期に分け、搬

入整理券と搬入車証を半期毎に切り替えて発券しています。 

なお、４月１日又は１０月１日（期初すぐ）に搬入を開始するための事前受付は概ね１週間前か

ら行います。（受付開始日はそれぞれ３月・９月の中旬頃に埠頭会社ホームページでお知らせしま

す。） 
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表－1 中継所受入時間及び休業日 

昼夜別 中継所及び受入時間 休 業 日 

 昼 

 

大黒ふ頭及び幸浦中継所 

 

夏時間（４月～９月） 

８：００～１２：００ 

１３：００～１８：００ 

 

秋春時間（１０月・３月） 

８：００～１２：００ 

１３：００～１７：３０ 

 

冬時間（１１月～２月） 

８：００～１２：００ 

１３：００～１６：３０ 

 

 

１  日曜日 
 

２  毎月第２・第４土曜日 
 

３  ５月の祝日 

５月３日～５日 
 

４  夏季休暇期間 

８月１３日～１６日 
 

５  年末年始休暇期間 

１２月２９日～１月３日 
 

６ 年度末 

  ３月２４日～３月３１日 
 

７  その他 

（１）悪天候等により中継所内の状態が悪い場合 

（２）中継所施設の事故及び修理等により受入れ 

が困難となった場合 

（３）台風接近等により、事前に情報提供する場 

合は、埠頭会社のホームページ「新着情報」に

掲載します。 

 

 夜 

大黒ふ頭中継所 

（通年） 

１９：００～２４：００ 

 １：００～ ６：３０ 

 

問い合わせ先 

大黒ふ頭中継所（搬入ゲート） 

住    所：鶴見区大黒ふ頭２０番地 

電話・ＦＡＸ：０４５-５０６-５９８６ 

幸浦中継所（搬入ゲート） 

住    所：金沢区幸浦一丁目７番地 

電話・ＦＡＸ：０４５-７７１-８６８１ 

 

 

表－２ 搬入期間 

上期搬入期間 令和８年 ４月１日～令和８年９月３０日 

下期搬入期間 令和８年１０月１日～令和９年３月２３日 

（※搬入期間内でも、表-１の中継所休業日は搬入できませんので、前もってご確認ください。） 
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中継所位置図 

大黒ふ頭中継所 

幸浦中継所 

南本牧ふ頭 

本牧ふ頭 

大黒ふ頭 

（別図１）

新本牧ふ頭 
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幸浦中継所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 継 所 案 内 図 
（別図２） 

大黒ふ頭中継所 

 

大黒ふ頭中継所 祝日・夜間は搬入ルートが変わりま
すのでご注意ください。 

祝日・夜間ルート 

幸浦中継所 

藤森工業㈱横浜事業所 

高田工業㈱ 

金沢水再生センター 

ナイス㈱ 
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５  受入料金 
    受入料金は、表－３のとおりです。 

        表－３  受入料金表 
受入料金 

 

券  種 

1 台 あ た り の 料 金          （税込み） 

昼      間 夜      間 

２  ｔ  券 

（１．３ｍ３） 

  ７，４６４ 円 

（本体価格 6,786 円） 

  ８，８９４ 円 

（本体価格 8,086 円） 

３  ｔ  券 

（２．0ｍ３） 

１１，４８４ 円 

（本体価格 10,440 円） 

１３，６８４ 円 

（本体価格 12,440 円） 

４  ｔ  券 

（２．７ｍ３） 

１５，５０３ 円 

（本体価格 14,094 円） 

１８，４７３ 円 

（本体価格 16,794 円） 

８  ｔ  券 

（５．４ｍ３） 

３１，００６ 円 

（本体価格 28,188 円） 

３６，９４６ 円 

（本体価格 33,588 円） 

１０ ｔ 券 

（６．５ｍ３） 

３７，３２３ 円 

（本体価格 33,930 円） 

４４，４７３ 円 

（本体価格 40,430 円） 

※１ 上段の金額は、本体価格と消費税相当額（１０％）の合計です。 

※２ 各券種に示したｔ数の登録車両でのみ使用できます。 

（例：10ｔ券は 10ｔ車登録の車両でのみ使用可） 

  ※３ 券種（）内のｍ３数は、ほぐし土量です。（）内のｍ３数を上回る場合は搬入できません。 

  ※４ ８ｔ券は４ｔ券２枚１組に「８ｔ」の表示を加えたものです。切り離したものは無効と 

なりますのでご注意ください。 

 

６  搬入申込み手続き                                        

建設発生土を中継所に搬入する場合は、表－４（８頁）により申込み手続きを行ってください。

工事発生総土量によって手続き方法が異なります。 

申込み手続きは、搬入時期に応じて年度毎に上期と下期にそれぞれ行ってください。（搬入が上

期、下期にまたがる場合は、当該年度の上期と下期にそれぞれ申込みが必要となります。） 

【重要】申込書類は必ず原本を提出してください。（特に印が複写ではない事を確認してください。） 

（１）「副申書・建設発生土搬入申込書」（様式１）の記入の流れ 

    表－５（９頁）を参照してください。 

（２）「副申書・建設発生土搬入申込書」（様式１）の記入例・注意事項 

    「副申書・建設発生土搬入申込書」（様式１）は、発注者が記入する「副申書」と申込者（元

請会社）が記入する「建設発生土搬入申込書」に分かれています。 

    記入方法等については、「副申書・建設発生土搬入申込書」（様式１）の記入例・注意事項

（10 頁）を参照してください。 

（３）「建設発生土搬入車両登録書」（様式２） 

ア 「副申書」記載の搬入期間に使用するダンプトラックの車両番号を記入し、提出してくだ

さい。（ただし、一日に搬入する土量に対し、登録台数が多い場合は、窓口で台数制限する場

合があります。） 

イ 荷台等を改造した車両、アームロール車、「土砂等禁止」車両は登録できません。 

ウ 車両登録台数が多い場合は、車両登録地名に関係なく、車両番号（４桁）の数字の小さい

順（昇順）に記入してください。 

エ 車両区分は最大積載量を基準としています。（例：10t 車として登録できるのは最大積載量

8,000 ㎏超 10,000 ㎏以下の車両。他の車両区分に関しても同様の考え方。）必ず最大積載量

を確認してください。 
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（４）料金の支払い、建設発生土搬入整理券の受渡し 

ア  埠頭会社の窓口では、「副申書・建設発生土搬入申込書」の申込み手続き終了後、「納入通

知書（振込依頼書）」（11 頁）をお渡ししますので、銀行窓口で振込みにより受入料金をお支

払いください。振込みは必ずこの「振込依頼書」を使用してください。また、振込みは元請

会社（の代表者）の名義で行ってください。 

イ  振込みは、現金、通帳又は銀行発行の預金小切手（預手
よ て

）のみの取扱いとします。 

なお、振込み料金が 10 万円を超える場合は、銀行窓口で取引時確認のための書類提出が求

められますので事前に確認してください。（通帳持参の場合はこの限りではありません。） 

確認に際し必要な書類としては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書等と振込みされ

る方の運転免許証、委任状（代表者以外の方）等となっています。（犯罪による収益の移転防

止に関する法律－最近改正平成 28 年 10 月１日施行－） 

※ この項の詳細は各金融機関に問い合わせてください。 

ウ  受入料金を銀行に振り込んだ後は、「振込金受取書（控）（写不可）」を埠頭会社の窓口に持

参してください（受取書と納入通知書（控）の付いたＬ字型のもの）。埠頭会社では入金を確

認して、建設発生土搬入整理券及び搬入車証をお渡しいたします。お預かりした「振込金受

取書」は、その場でお返しします。 

また、｢副申書・建設発生土搬入申込書｣の内容を電子計算機で処理した「確認書」を一緒

にお渡ししますので内容を確認し、発注者、申込者の控としてお持ちください。この「確認

書」には埠頭会社への問い合わせや継続申込等に必要な「整理番号」が記載されています。 

    なお、建設発生土搬入整理券及び確認書に出力される工事名等は、入力文字数に制限があ

りますので、一部省略する場合や印字されない場合があります。 

 

７  申込み内容の変更等 

（１）ダンプトラックの追加登録 

ダンプトラックを追加登録する場合は、申込み時に準じ、「建設発生土搬入車両登録書」に追

加するダンプトラックのみの車両番号と確認書記載の｢整理番号｣を記入し埠頭会社窓口に提出

してください。なお、緊急に追加登録する必要が生じた場合、埠頭会社に連絡し、指示に従っ

てください（受付営業時間 8：45～12：00、13：00～17：00 の間、対応可能です）（土・日・祝

日等は除く）。 
（２）搬入車証の追加発行 

搬入車証を追加する場合は、「搬入車証追加申込書（様式４）」に必要事項及び搬入車証の必

要枚数を記入し、埠頭会社窓口に提出してください。 

（３）搬入車証の期限の変更（半期内に限る） 

搬入期限を変更する場合は、搬入車証の期限変更の手続きが必要です。 

工期変更の年月日が確認できる「工事設計変更指示書」、「工事変更契約書」等の写しと「確

認書」、変更前の「搬入車証」を埠頭会社窓口に提出してください。ただし、搬入開始日の変更

はできません。 

 

８  未使用搬入整理券の払戻し  

（１）還付手続き 

    未使用搬入整理券が生じた場合は、「建設発生土搬入整理券還付請求書」（様式３）に必要事

項を記入のうえ、未使用搬入整理券と合わせて埠頭会社窓口に提出してください。 

（２）還付請求期限 

    未使用搬入整理券の還付請求は、券に記載されている還付請求期限内に手続きを終了してく

ださい。請求期限を過ぎた場合は、還付手続きができませんのでご注意ください。 

上期券（令和８年９月３０日まで） →  還付請求期限：令和８年１１月３０日まで 

下期券（令和９年３月２３日まで） →  還付請求期限：令和９年 ４月２０日まで 

※還付請求期限内でも、窓口休業日（裏表紙参照）は還付手続きができません。 
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（３）適格返還請求書（返還インボイス）の発行 

   適格請求書等保存方式（インボイス制度）に基づき、建設発生土搬入整理券還付請求書に係

る弊社からの還付金のお支払いに際し、適格返還請求書（返還インボイス）を発行します。 

   還付金の支払日の翌月末日までに、還付請求書に記入されたメールアドレスあてに弊社から

送信します。 

   ※「適格返還請求書（返還インボイス）」とは 

    「適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等

を行う場合、買手である課税事業者に対して適格返還請求書を交付する義務が課されてい

ます」（国税庁のホームページより抜粋） 

還付は、上に記載されている「売上げに係る対価の返還等」にあたります。 

 

９  未使用券の紛失・盗難等の対応 

（１）未使用搬入整理券が紛失、盗難により使用できなくなった場合は、直ちに警察に届けた後、

「建設発生土搬入整理券紛失・盗難等届」（様式５）に記入のうえ届け出てください。なお、汚

損等による場合は、「様式５」に当該搬入整理券を添付し、届け出てください。 
（２）汚損した当該搬入整理券を使用する場合は、再発行いたしますので、受付窓口でお申し出く

ださい。 
（３）紛失・盗難により使用できなくなった未使用搬入整理券については、埠頭会社が届出を受理

した後、当該搬入整理券の使用停止処置を行い、事後の搬入が出来ないように措置します。 
（４）紛失・盗難により、建設発生土搬入整理券を再購入する場合は、新たに搬入申込み手続きを

行ってください。 
（５）当該未使用搬入整理券を還付請求する場合は、還付請求期限内に限り、払い戻しを行います。

「建設発生土搬入整理券還付請求書」（様式３）に「建設発生土搬入整理券還付請求承諾書」（様

式６）を添えて、払い戻し手続きを行ってください。なお、紛失・盗難した搬入整理券が、使

用停止措置以前に使われた場合は、払い戻しは行わないものとします。 
 

１０  注意事項 

（１）中継所のゲートでは、搬入車証と車両番号を記入した建設発生土搬入整理券（３連綴り、切

離し無効）を係員に渡し、その指示に従ってください。 

（２）搬入できるダンプトラックは、「建設発生土搬入車両登録書」（様式２）で登録した車両に限

ります。 

（３）搬入開始日前は、中継所に搬入できませんので、事前に「確認書」等でご確認ください。ま

た、搬入開始日の変更はできませんのでご注意ください。 

（４）関係法令を遵守し、使用する車両には必ずあおり等で土砂の転落、飛散を防ぐ措置を講じて

ください。 

（５）九都県市ディーゼル車規制に適合した車両を使用してください。 

（６）搬入された建設発生土に建設発生土以外のものが混入しないように注意してください。 

（７）ダンプトラック荷台枠の天端を不当に高くする「さし枠」などを設置したダンプトラックで

の搬入は禁止します。また、アームロール車や「土砂等禁止」車両による搬入はできません。 

（８）建設発生土搬入整理券は、第三者に譲渡することを禁止します。 

（９）年度を跨って 500ｍ３以上の建設発生土を搬入する場合は、年度毎に港湾局新本牧事業推進課

と事前協議が必要です（１万ｍ３以上の場合は、埠頭会社との事前協議も必要です）。また、土

量搬入の時期等について変更がある場合も同様に事前協議が必要となります。 

（10）申込者の社名・代表者氏名等に変更があった場合は、すみやかに登記簿の履歴事項証明書の

写し、又は横浜市入札資格者名簿に登録された内容の変更届を行った後の受付番号の入った写

しを提出してください。 
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表－４  搬入申込み手続き 

区    分 提 出 書 類 申 込 み 先 
１. 

工事発生総土量（年度

を問わず 1件の工事か

ら発生する総土量）が

500ｍ3未満の場合 

 

 

(1) 副申書・建設発生土搬入申込書 

（様式１）     １部 ※ 注１ 

 

(2) 建設発生土搬入車両登録書 

（様式２）     １部 ※ 注２ 

 
【搬入申込み】 
横浜港埠頭株式会社 
建設発生土受入事業課 
横浜市中区山下町 2 番地 
産業貿易センタービル 4 階 
電 話 045-671-0500 
ＦＡＸ 045-671-0521 
（窓口受付時間） 

８：４５～１２：００ 
１３：００～１７：００ 

（窓口休業日） 
土曜日 日曜日 祝日 
振替休日 年末年始 

（12 月 29 日～1月 3 日） 
 
【事前確認通知書 

お問い合わせ先】 
みどり環境局公園緑地維持課 
建設発生土等担当 
電 話 045-671-3692 

 
【事前相談】 
港湾局新本牧事業推進課 
電 話 045-671-7390 

 

２. 

工事発生総土量（年度

を問わず 1件の工事か

ら発生する総土量）が

500ｍ3以上 1 万ｍ3未満

の場合 

 

上記 (1)、(2)に加え 

(3) 検定試験表（原本）、試料採取箇所平

面図・断面図（印入り原本） 

１部  ※ 注３ 

(4) 申込書類事前確認通知書の写し 

         １部  

(1)、(2)、(3)、(4)は同時に提出します。 

３. 
工事発生総土量（年度

を問わず 1件の工事か

ら発生する総土量）が 

1 万ｍ3以上の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) 事前協議書（様式７）１部  

（年度をまたがる場合は年度毎に提出

します） 

(2) 検定試験表（原本）、試料採取箇所平

面図・断面図（印入り原本）及び 

試料採取状況が確認できる写真    

１部 ※ 注３ 

(3) 建設発生土搬入計画書 

         １部 ※ 注４ 

(4) 副申書・建設発生土搬入申込書 

（様式１）     １部 ※ 注１ 

(5) 建設発生土搬入車両登録書 

（様式２）     １部 ※ 注２ 

(6) 申込書類事前確認通知書の写し 

         １部  

(1)、(2)、(3)は同時に提出し、承認を受け

た後、(4)、(5)、(6)を提出します。 

（表に示した土量はほぐし） 
 

注 1）「副申書」の記入は、必ず発注者（工事主管課・所）が設計書に基づいて記入してください。 
   １工事で昼と夜に分けて搬出する場合は、昼、夜別々に「副申書」を作成してください。そ

の場合、工事発生総土量は、昼、夜の合計土量を記入してください。 
注 2）建設発生土の搬入に使用するダンプトラックは、「建設発生土搬入車両登録書」（様式２）に

より車両検査証（車検証）に記載されている車両番号を記入してください。 
注 3）工事発生総土量が 500m３以上、あるいは埠頭会社が必要として求めた場合は、別紙「臨海部

埋立地への建設発生土受入れに係る土砂検定試験実施要領」に基づいて提出してください。 
注 4）発注者の指導により元請会社が作成してください。記入事項は、①工事概要、②運搬計画、

③建設発生土搬入実施工程（月別）及び④運搬経路等です。 
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表－５　　「副申書・建設発生土搬入申込書」（様式１）の記入の流れ

（１）１工事で発生する総土量が 500m3 未満（ほぐし）の工事

ア

発注者は埠頭会社のホームページより、「副申書・建設発生土申込書」（様式１）をダウンロードしてください。
 ※「副申書・建設発生土申込書」（様式１）は、発注者が記入する「副申書」と申込者（元請会社）が記入する「建設発生土搬
入申込書」に分かれています。
 URL https://www.yokohamaport.co.jp/utilization/soil/
 (建設発生土の受入 ▶ 提出書類・記入例ダウンロード)

↓

イ
発注者は「副申書」（様式１左側）に必要事項を入力し、E メール等で申込者(元請会社)に送付してください。
※元請会社に「副申書」（様式１左側）を記入させたり、発注者記入欄が不備のまま（空欄など）元請会社に送付したりしないよ
うにしてください。

↓

ウ 申込者(元請会社)は「搬入申込書」（様式１右側）に必要事項を入力してください。
１部カラー印刷し、代表者印を押印した上、発注者へ持参してください。

↓

エ 発注者は、必要な印鑑を押印し、発注者控え（原本のコピー）を保管した上で、原本を元請会社に渡してください。

↓

オ 申込者(元請会社)は、埠頭会社の窓口へ「副申書・搬入申込書」（様式 1）（原本 1 枚カラー印刷）及び「車両登録書」（様式
2）（継続の場合は不要）を持参し、申込み手続きを行ってください。

↓

カ
埠頭会社は、「搬入申込書」（元請会社記入部分）に間違いがあれば、「副申書」と矛盾が無い限り、申込者にその場で補記・
訂正を依頼します。
「副申書」（様式 1 左側）に不備があった場合（印もれ、必須事項の未記入等）は、原則として不受理とします。

↓

キ 埠頭会社は、「副申書・搬入申込書」（原本）を受理し、申込み手続き後、元請会社に振込依頼書を渡します。

（２）１工事で発生する総土量が 500m3 以上 10,000m3 未満(ほぐし)の工事、
     １工事で発生する総土量が10,000m3 以上（ほぐし）の工事

ア

発注者は埠頭会社のホームページより、「副申書・建設発生土申込書」（様式１）をダウンロードしてください。
 ※「副申書・建設発生土申込書」（様式１）は、発注者が記入する「副申書」と申込者（元請会社）が記入する「建設発生土搬
入申込書」に分かれています。
 URL https://www.yokohamaport.co.jp/utilization/soil/
 (建設発生土の受入 ▶ 提出書類・記入例ダウンロード)

↓

イ
発注者は「副申書」（様式１左側）に必要事項を入力し、E メール等で申込者(元請会社)に送付してください。
※元請会社に「副申書」（様式１左側）を記入させたり、発注者記入欄が不備のまま（空欄など）元請会社に送付したりしないよ
うにしてください。

↓

ウ 申込者(元請会社)は「搬入申込書」（様式１右側）に必要事項を入力してください。
１部カラー印刷し、代表者印を押印した上、発注者へ持参してください。

↓

エ 発注者は、必要な印鑑を押印し、各局建設発生土担当課経由で必要な書類をみどり環境局公園緑地維持課に提出してくだ
さい。みどり環境局公園緑地維持課から各局建設発生土担当課経由で発注者へ「事前確認通知書」が発行されます。

↓

オ 発注者は「副申書・申込書」の発注者控え（原本のコピー）を保管した上で、原本及び「事前確認通知書」を元請会社に渡して
ください。

↓

カ
申込者(元請会社)は、埠頭会社の窓口へ「副申書・搬入申込書」（様式 1）（原本 1 枚カラー印刷）、「車両登録書」（様式 2）、
「検定試験表」（原本）、「試料採取箇所平面図・断面図」（印有り原本）並びに「事前確認通知書」を持参し、申込み手続きを
行ってください。

↓

キ
埠頭会社は、「搬入申込書」（元請会社記入部分）に間違いがあれば、「副申書」と矛盾が無い限り、申込者にその場で補記・
訂正を依頼します。
「副申書」（様式 1 左側）に不備があった場合（印もれ、必須事項の未記入等）は、原則として不受理とします。

↓

ク 埠頭会社は、「副申書・搬入申込書」（原本）を受理し、申込み手続き後、元請会社に振込依頼書を渡します。
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木
事
務
所
副
所
長
□
□
△
△

例
④
 
〇
〇
県
〇
〇
局
〇
〇
課
長
□
□
△
△

印

〇
〇

マ
ル
マ
ル
ケ
ン
セ
ツ
カ
ブ
シ
キ
カ
イ
シ
ャ

横
浜
港
埠
頭
株
式
会
社
　
様

会
社

名
○
○
○
○
建
設
株
式
会
社

-
〇

-
〇

〇
-

副
申
番
号

〇
〇

-
〇

〇
－

〇
〇

〇
郵

便
番

号

左
記
の
副
申
書
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
建
設
発
生
土
の
搬
入
を
申
し
込
み
ま
す
。

印

-
（
申
込
者
記
入
）

月

建
設

発
生

土
搬

入
申

込
書

建
設
発
生
土
担
当
課
長

年
〇

月
〇

日

令
和

年

メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス

＠
次
の
建
設
発
生
土
に
つ
い
て
は
、
「
建
設
発
生
土
受
入
手
続
」
の
基
準
等
に
適
合
し
て
い
る

も
の
で
あ
り
、

大
黒
ふ
頭

中
継
所
を
搬
入
場
所
と
し
て
指
定
し
た
く
副
申
し
ま
す
。

（
様

式
１

）
　

【
A

4
横

・
カ

ラ
ー

】
　

2
0
2
5
年

4
月

改
訂

（
発
注
者
記
入
）

受
付

確
認

昼
夜
区
分

昼
 
・
 
夜

副
 
 
申

 
 
書

新
規
・
継
続

整
理
番
号

※
1

港
湾
局
受
入
通
知

受
付
日

日
事
前
確
認
通
知

副
申
日

令
和

〇
い

ず
れ

か
に

○
を

し
て

く
だ

さ
い

発
注

局
コ

ー
ド

課
・
所

コ
ー

ド
中

継
所

コ
ー

ド

局
名

（
横

浜
市

役
所

以
外

の
場

合

は
、

組
織

名
・
会

社
名

等
）
・
役

職

名
に

加
え

て
、

氏
名

・
押

印
も

必
要

で
す

。

「
大

黒
ふ

頭
」
又

は
「
幸

浦
」

（
プ

ル
ダ

ウ
ン

リ
ス

ト
か

ら
選

択
）

１
件

の
工

事
で

発
生

す
る

土
砂

の
総

土
量

を
記

入
し

ま
す

。

大
黒

（
昼

）
、

大
黒

（
夜

）
、

幸
浦

毎
の

当
半

期
内

に
搬

入
す

る

土
砂

の
合

計
土

量
（
今

回
申

込
土

量
を

含
む

）
を

記
入

し
ま

す
。

○
は

受
付

の
条

件
で

す
の

で
必

ず

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

必
ず

登
録

し
た

建
設

発
生

土
担

当
課

長
印

を
押

印
し

て
く
だ

さ
い

。

※
印

影
に

相
違

が
あ

る
も

の
は

受
付

で
き

ま
せ

ん
。

日
付

は
記

入
し

な
い

で
く
だ

さ
い

。

（
横

浜
港

埠
頭

㈱
で

受
付

日
を

記
入

し
ま

す
）

「
継

続
」
（
半

期
内

で
２

回
目

以
降

）
で

申
し

込
む

場
合

に
前

回
の

整
理

番
号

（
枝

番
号

ま
で

）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

JV
（
共

同
企

業
体

）
の

場
合

は
、
JV

名
と

代
表

会
社

、
代

表
者

名
を

記
入

し
て

く

だ
さ

い
。 代

表
者

印
（
○

印
）
を

押
印

し
て

く
だ

さ
い

。

※
社

印
（
□

印
）は

無
効

で
す

。

横
浜

港
埠

頭
㈱

使
用

欄

搬
入

車
証

（
ス

テ
ッ

カ
ー

）
は

、
登

録
し

た
ダ

ン
プ

で
あ

れ
ば

ト
ン

数
を

問
わ

ず

ど
の

ダ
ン

プ
で

も
、

ま
た

何
度

で
も

使

用
で

き
ま

す
。

枚
数

は
、

１
日

に
稼

働
す

る
ダ

ン
プ

の

実
台

数
を

目
安

に
し

て
く
だ

さ
い

。

半
期

内
で

初
め

て
の

申
込

の
場

合
は

「
新

規
」

半
期

内
で
2回

目
以

降
の

申
込

の
場

合
は

「
継

続
」

に
〇

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。

所
管

課
管

理
用

区
以

降
必

ず
１

文
字

以
上

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

（
"一

円
”等

で
も

可
）

JV
（
共

同
企

業
体

）
の

場
合

は
、

JV
名

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

（
記

入
例

・
注

意
事

項
）

搬
入

開
始

日
と

終
了

日
は

同
じ

半
期

内
の

日
付

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

開
始

日
が

申
込

日
よ

り
さ

か
の

ぼ
っ

た

日
付

で
も

問
題

あ
り

ま
せ

ん
。

ま
た

、
「
継

続
」
の

場
合

は
、

初
回

申
込

時
の

開
始

日
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

発
注

者
側

の
監

督
員

氏
名

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
※

元
請

の
現

場
代

理
人

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

副
申

書
（
左

側
）を

訂
正

し
た

場
合

は
、

建
設

発
生

土
担

当
課

長
の

訂
正

印
（
登

録
印

）
が

必
要

で
す

。
建

設
発

生
土

搬
入

申
込

書
（
右

側
）を

訂
正

し
た

場
合

は
、

訂
正

印
は

不
要

で
す

。

土
量

は
0.
1㎥

単
位

で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

申
込

土
量

を
搬

入
整

理
券

（
残

土
券

）

の
土

量
で

割
っ

た
枚

数
を

購
入

し
て

く

だ
さ

い
。

※
端

数
は

切
り

上
げ

て
く
だ

さ
い

。

例
）
申

込
土

量
6,
00
0.
0㎥

を
10
t車

（
積

載
土

量
6.
5㎥

）
で

搬
入

す
る

場
合

6,
00
0.
0㎥

÷
6.
5㎥

＝
92
3.
07
69
…

⇒924枚
を

購
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
端

数
分

を
２

ｔ券
等

で
購

入
す

る
こ

と
も

可
能

で
す

。

（
別

途
車

両
登

録
が

必
要

で
す

）
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Ⓐ
振

込
金

（
兼
手
数
料
）
受
取
書
（
控
）

依
頼
日

金
額

先
方
銀
行

受
取
人

整
理
番
号

ご
依
頼
人

手
数
料

上
記
の
金
額
正
に
受
取
り
ま
し
た
。

（
取
扱
店
）

年
　
　
月
　
　
日

横
浜
銀
行
　
本
店
営
業
部

横
浜
港
埠
頭
株
式
会
社

銀
行

支
店

取
扱
銀
行 1 取扱印

（
取
扱
店
→
依
頼
人
）紙印

Ⓑ

円
千

円

取
扱
銀
行

へ
の
お
願
い

太 枠 内 を 打 電 し て く だ さ い 。

電
信
扱
振
込
依
頼
書（

取
扱
店
保
存
）

依
頼
日

先
方
銀
行

年
　
　
月
　
　
日
振
込
指
定

電
信
（
普
通
）
扱

手
数
料

科
　
目

金
額

預
金
種
目

受 　 　 取 　 　 人 ご 依 頼 人 （ 元 請 会 社 ）

口 座 名 住 所

横
浜
港
埠
頭
株
式
会
社

横
浜
市
中
区
山
下
町
２
番
地

ヨ
コ
ハ
マ
コ
ウ
フ
ト
ウ
カ
ブ
シ
キ
ガ
イ
シ
ャ

普
通
預
金

口
座

番
号

横
浜
銀
行
 
本
店
営
業
部

1
1
3
5
6
2
9

住
所
（
〒
　
　
－
　
　
　
）

氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）

内 　 訳 金 　 種 　 内 　 訳

取
扱
銀
行 2 取扱印

現
　
金
　

他
手
　
　
枚

当
手
　
　
枚

円
10
,0
00

5,
00
0

1,
00
0

50
0

10
0 50

円 00
0

00
0

00
0 00 00 0

円 10 5 1

円

合
計

つ
り
銭

整
理
番
号

工
事
名
称

申
込
業
者

事
業
名

土
砂
料
金
納
入
通
知
書
（
控
）

（
和
暦
）
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で
に
下
記
金
額
を
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

合
　
計
（
税
込
）

陸
上
土
砂
 
中
継
所
名

局
コ
ー
ド

２
ｔ
３
ｔ
４
ｔ
10
ｔ

し
ゅ
ん
せ
つ
土
砂
・
海
上
搬
入
土
砂

枚 ㎥
内
　
　
　
％
消
費
税
額㎥

円

横
浜
市
港
湾
整
備
事
業
費
会
計（
T
18
00
02
00
01
92
9）
　
　
横
浜
市
歳
入
金
収
納
事
務
受
託
者
　
横
浜
港
埠
頭
株
式
会
社

円
千

円

枚 枚 枚 枚

円 円 円 円
円 円 円円 円 円 円

発
行
日
（
和
暦
）
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

種
　
　
　
別

単
　
価
（
税
込
）

枚
　
数

金
　
額
（
税
込
）

（
依
頼
人
控
）

受
渡
日

ご
注
意
と
お
願
い

1．
振
り
込
み
金
融
機
関
は
、
銀
行
及
び
信
用
金

庫
等（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
除
く
）と
し
ま
す
。

2．
振
り
込
み
は
、
現
金
又
は
銀
行
発
行
の
小
切

手
（
預
手
）
の
み
の
取
扱
い
と
し
ま
す
。

必
ず
こ
の
振
込
依
頼
書
を
使
用
し
、
金
融

機
関
の
窓
口
で
振
り
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

3．
納
入
期
限
を
指
定
し
た
も
の
は
、
期
日
ま
で

に
必
ず
振
り
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

4．
搬
入
整
理
券
の
受
け
取
り
に
は
、金
融
機
関

の
取
扱
印
が
押
印
さ
れ
た
こ
の「
振
込
金
受

取
書（
控
）」（
写
不
可
）の
提
示
が
必
要
で
す
。

5．
同
一
工
事
で
同
一
半
期
内
の
分
割
購
入
の
場

合
は
、次
回（
継
続
）申
込
書
に
本
納
入
通

知
書
の
整
理
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

切 り 取 り 線 （ 銀 行 切 り 離 し ）

切
り
取
り
線
（
銀
行
切
り
離
し
）

（
和
暦
）

（
和
暦
）
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銀行取扱印

　　[確認後返却]

建 設 発 生 土 搬 入 申 込 み 手 続 フ ロ ー

横浜港埠頭株式会社 工事監督主管課・元請会社等

車両登録書 車両登録書

申込書類作成(注)

窓口申込み

納入通知書
の発行

引渡し

＋＋

様式１ 様式２

納入通知書

受取書 振込依頼書

金
融
機
関

納入通知書

受取書 振込依頼書 料金振込み

納入通知書

受取書

領収書

納入通知書（振込依頼書）

確 認

当日発行

書類審査・
納入通知書作成

建設発生土
搬入整理券

搬入整理券印刷
搬入車証印刷
車両登録

確認書

確認書（計2枚）

搬入車証

＋

＋

中
継
所＋

確認書 発注者（控）
元請会社（控）

建設発生土
搬入整理券

搬入車証

確認書（計2枚）

ゲートに
提 出

・HPよりダウンロード
・必要事項を入力
・１部カラー印刷し、押印する
・発注者控え（原本のコピー）を保管
・受入基準を満たしていることを確認
※ P9（表 - 5）参照

搬入車証
搬入車証

搬入整理券

搬入整理券

車両番号記入

様式１ 様式２

１．［工事発生総土量が500ｍ3未満（ほぐし）の場合］

振込依頼書

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）

１０万円超の場合は取引時

確認の書類が必要

注１) 河川、工場用地、工場跡地及び研究施設等からの建設発生土については、窓口申込時に検定試験表（土砂検定試験
結果）原本の提出が必要となりますので、港湾局新本牧事業推進課に事前相談してください。
なお、埠頭会社には、申込箇所の検定試験表と併せて、試料採取個所平面図・断面図（印入り原本）が必要となります。

注２） 受入可能な工事発生総土量は500ｍ3未満です。500ｍ3に近い計画土量で500ｍ3以上になる可能性がある場合には、
500ｍ3以上のフローを参考に港湾局新本牧事業推進課に事前相談してください。

副申書・申込書副申書・申込書

（原本）
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銀行取扱印

　　[確認後返却]

横浜市 工事監督主管課・元請会社等

横浜港埠頭株式会社

車両登録書 車両登録書

② 申込書類作成

納入通知書
の発行

引渡し

＋＋

様式１

様式２

納入通知書

受取書 振込依頼書

金
融
機
関

納入通知書

受取書 振込依頼書 料金振込み

納入通知書

受取書

領収書

納入通知書（振込依頼書）

確 認

当日発行

書類審査・
納入通知書作成

建設発生土
搬入整理券

搬入整理券印刷
搬入車証印刷
車両登録

確認書（計2枚）

搬入車証

＋

発注者（控）
元請会社（控）

建設発生土
搬入整理券

搬入車証

確認書（計2枚）

・HPよりダウンロード

・必要事項を入力

・１部カラー印刷し、押印する
・発注者控え（原本のコピー）を保管

※P9（表 - 5）参照

確認書

＋

＋
搬入車証

搬入整理券 中
継
所

確認書

ゲートに
提 出

搬入車証

搬入整理券

車両番号記入

様式１ 様式２

電子データ
様式１

様式１

窓口申込み

２.［工事発生総土量が500ｍ3以上10,000m3未満（ほぐし）の場合］

副申書・申込書

＋

＋＋
検定試験表、

平面図・断面図（注３）

事前確認通知書(写)

注１) 港湾局へ提出する事前協議書の様式については、事前相談を受けた際に提示します。

注２) 港湾局へ提出した事前協議書一式と同じものを提出してください。港湾局と変更協議を行った場合は、最新の事前協議書一式を提出してください。

また、変更協議を行わず、月別搬出計画を変更した場合は、当初の事前協議書一式と変更内容が確認できる「変更月別搬出計画表」を提出してください。

注３) 初回および追加で検定が行われた場合は、窓口申込み時に申込み箇所の「検定試験表（土砂検定試験結果）の原本」、「試料採取箇所平面図・断面

図（印入り原本）」の提出が必要です。

注４)  年度を跨って建設発生土を搬入する場合は次年度以降、港湾局新本牧事業推進課への事前協議（継続）が必要です。

また、土量や搬入時期等について変更がある場合も港湾局新本牧事業推進課への事前協議（変更）が必要となります。

ただし、半期内の搬入期限の変更のみの場合は事前協議（変更）は不要となりますが、p6.7(3)搬入車証の期限の変更の手続きを行ってください。

振込依頼書

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）

検定試験表・

平面図・断面図は㊢不可

１０万円超の場合は取引時

確認の書類が必要

副申書・申込書

③ 申込書類の確認・押印後、電子データを送付

事前確認通知書
④

⑤

各局
建設発生土

担当課

みどり環境局

公園緑地維持課

(申込書類事前確認)

事前確認通知書
の(写)を送付

事前協議書一式

（注２）

受入回答書

①事前相談（発注課または工事監督主管課）

受入通知書

試料採取位置等港湾局新本牧事業推進課

事前協議書
（注１）

受理

検定試験表・平面図・断面図は㊢不可

検定試験表、

平面図・断面図（注３）

事前確認通知書(写)

副申書・申込書

副申書・申込書

（原本）
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銀行取扱印

　　[確認後返却]

横浜市 工事監督主管課・元請会社等

横浜港埠頭株式会社

車両登録書 車両登録書

納入通知書
の発行

引渡し

＋＋

様式１

様式２

納入通知書

受取書 振込依頼書

金
融
機
関

納入通知書

受取書 振込依頼書 料金振込み

納入通知書

受取書

領収書

納入通知書（振込依頼書）

確 認

当日発行

書類審査・納入通知書作成

建設発生土
搬入整理券

搬入整理券印刷
搬入車証印刷
車両登録

確認書（計2枚）

搬入車証
＋

発注者（控）
元請会社（控）

建設発生土
搬入整理券

搬入車証

確認書（計2枚）
確認書

＋

＋
搬入車証

搬入整理券 中
継
所

確認書

ゲートに
提 出搬入車証

搬入整理券

車両番号記入

様式１ 様式２

電子データ
様式１

様式１

窓口申込み

３.［工事発生総土量が10,000m3以上（ほぐし）の場合］

副申書・申込書

＋

＋
事前確認通知書

（写）＋
事前確認通知書

（写）

注１) 港湾局へ提出する事前協議書の様式については、事前相談を受けた際に提示します。

注２) 港湾局へ提出した事前協議書一式と同じものを提出してください。港湾局と変更協議を行った場合は、最新の事前協議書一式を提出してください。

また、変更協議を行わず、月別搬出計画を変更した場合は、当初の事前協議書一式と変更内容が確認できる「変更月別搬出計画表」を提出してください。

注３) 1万㎥以上は、申し込み前に埠頭会社との事前協議も必要です。

注４) 初回および追加で検定が行われた場合は、窓口申込み時に申込み箇所の「検定試験表（土砂検定試験結果）の原本」、「試料採取箇所平面図・断面図（印入り

原本）」の提出が必要です。
注５) 年度を跨って建設発生土を搬入する場合は次年度以降、港湾局新本牧事業推進課及び埠頭会社への事前協議（継続）が必要です。また、土量や搬入時期等に

ついて変更がある場合も港湾局新本牧事業推進課及び埠頭会社への事前協議（変更）が必要となります。ただし、半期内の搬入期限の変更のみの場合は事前
協議（変更）は不要となりますが、p6.7(3)搬入車証の期限の変更の手続きを行ってください。

振込依頼書

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）

１０万円超の場合は取引時確

認の書類が必要

副申書・申込書

事前確認通知書

各局
建設発生土
担当課

みどり環境局

公園緑地維持課

(申込書類事前確認) 事前協議書一式

（注２）

搬入計画書事前協議書
（注３） ＋＋

様式７
検定試験表、

平面図・断面図（注４）

土量計算書

搬入計画書事前協議書
（注３） ＋＋

検定試験表、

平面図・断面図（注４）

土量計算書

様式７

検定試験表・平面図・断面図は㊢不検定試験表・平面図・断面図は㊢不可

書類審査
回答書

試料採取位置等

受入回答書

受入通知書

港湾局新本牧事業推進課

事前協議書
（注１）

受理

事前確認通知書
の(写)を送付

③ 申込書類の確認・押印後、電子データを送付
② 申込書類作成

④

⑤

①事前相談（発注課または工事監督主管課）

・HPよりダウンロード

・必要事項を入力

・１部カラー印刷し、押印する
・発注者控え（原本のコピー）を保管

※P9（表 - 5）参照

副申書・申込書

副申書・申込書

（原本）
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確
認

港
湾

局
受

入
通

知
受

付
日

　
令

和
　

 
　

年
　

 
　

月
　

 
　

日
事

前
確

認
通

知

副
申

日
令

和
年

月

（
様

式
１
）
　
【
A
4
横

・
カ
ラ
ー
】
　
2
0
2
6
年

４
月

改
訂

（
発

注
者

記
入

）
受

付

日

昼
夜

区
分

昼
 
・

 
夜

建
設

発
生

土
搬

入
申

込
書

建
設

発
生

土
担

当
課

長

印
左

記
の

副
申

書
工

事
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
建

設
発

生
土

の
搬

入
を

申
し

込
み

ま
す

。
副

 
 
申

 
 
書

新
規

・
継

続

整
理

番
号

※
1

（
申

込
者

記
入

）

（ 元 請 会 社 ）

申 込 業 者 名

郵
便

番
号

－

-

住
所

フ
リ

ガ
ナ

横
浜

港
埠

頭
株

式
会

社
 
様

会
社

名

-
-

-
副

申
番

号
-

現
場

代
理

人
氏

 
 
 
 
 
名

電
話

番
号

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

工
事

監
督

主
管

課
長

（
職

名
・

氏
名

）

代
表

者
(職

名
・
氏

名
)

印

印
電

話
番

号

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号

～

３
ｔ

券
(
2
.
0
㎥

)
枚

～
施

工
場

所
横

浜
市

区

工
事

名
称

建
設

発
生

土
搬

入
整

理
券

枚
数

２
ｔ

券
(
1
.
3
㎥

)
枚

４
ｔ

券
(
2
.
7
㎥

)
枚 枚

～
搬

入
期

間
令

和
年

月

～
監

督
員

氏
名

電
話

番
号

 
８

ｔ
券

(
5
.
4
㎥

)
枚

～
元

請
会

社
名

台
１

日
搬

入
予

定
土

量
㎥

工
事

発
生

総
土

量
(
ほ

ぐ
し

)
㎥

当
半

期
の

副
申

土
量

（
ほ

ぐ
し

）
［

中
継

所
・

昼
夜

 
別

］
㎥

月
日

登
録

す
る

ダ
ン

プ
台

数
※

2

日
～

令
和

年

1
0
ｔ

券
(
6
.
5
㎥

)

※
訂

正
し

た
場

合
は

、
訂

正
印

（
建

設
発

生
土

担
当

課
長

印
）

を
押

し
て

く
だ

さ
い

。
※

3
 
１

日
に

稼
働

す
る

ダ
ン

プ
の

実
台

数
を

目
安

に
申

し
込

み
く

だ
さ

い
。

◎
 
登

録
す

る
ダ

ン
プ

ト
ラ

ッ
ク

は
、

使
用

す
る

こ
と

が
確

実
な

車
両

に
限

定
し

て
く

だ
さ

い
。

◎
 
ア

ー
ム

ロ
ー

ル
車

や
車

検
証

に
「

土
砂

等
禁

止
」

と
記

載
の

あ
る

車
両

は
登

録
で

き
ま

せ
ん

。

次
の

建
設

発
生

土
に

つ
い

て
は

、
「

建
設

発
生

土
受

入
手

続
」

の
基

準
等

に
適

合
し

て
い

る

中
継

所
を

搬
入

場
所

と
し

て
指

定
し

た
く

副
申

し
ま

す
。

も
の

で
あ

り
、

そ
の

他
（

）
※

1
 
「

継
続

」
で

申
し

込
み

の
場

合
は

、
前

回
発

券
時

に
お

渡
し

し
た

「
確

認
書

」
に

記
載

し
て

あ
る

　
　

整
理

番
号

を
記

入
し

、
確

認
書

も
持

参
し

て
く

だ
さ

い
。

土
壌

汚
染

対
策

法
に

規
定

す
る

「
要

措
置

区
域

等
」

の
指

定
（

今
後

指
定

を
含

む
）

あ
り

 
 
 
・

 
 
 
な

し
 
 
（

ど
ち

ら
か

を
選

択
し

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
）

※
2
 
「

継
続

」
で

申
し

込
む

場
合

は
、

「
０

」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

必
要

搬
入

車
証

枚
数

※
3

枚
～

土
質

粘
性

土
　

砂
質

土
　

礫
質

土
今

回
申

込
土

量
(
ほ

ぐ
し

)
㎥

青
線

枠
内

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
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印

2
5

4
8

4
0

4
6

4
9

4
7

4
3

4
2

4
4

4
5

(
発

 
注

 
者

)
工

事
主

管
局

課
(
所

)
名

№
車
種

(
ﾄ
ﾝ
)

登
録

す
る
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
台

数
１
日

搬
入
予
定
土
量

搬
入
期

間

 
横

浜
港

埠
頭

株
式

会
社

 
 
様

建
設

発
生

土
搬

入
車

両
登

録
書

 
（

 
 
／

 
 
）

工
 
事
 
名

中
 
継
 
所

（
様

式
２

）

－
整

理
番

号
新
 
 
規

 
・

 
追

 
 
加

申
込

業
者

名

車
種

(
ﾄ
ﾝ
)

（
元
請
会
社
）

電
話

(

3
4

車
 
 
両
 
 
番
 
 
号

№ 8

横
 
 
浜

1
0

車
 
 
両
 
 
番
 
 
号

2
0

1
2

（
記
入
例
）

1
0

1

1
17

0
に

1

3
4

3
6

3
5

3
9

（
申

込
者

用
）

№
車

種
(
ﾄ
ﾝ
)

車
 
 
両

 
 
番

 
 
号

3
2

3
3

車
種

(
ﾄ
ﾝ
)

車
 
 
両

 
 
番

 
 
号

№ 1
3

1
4

1
5

5

9
2
9

62 3 4

2
8

3
1

2
7

3
0

1

2
6

月
日

～

1
6

1
7

1
8

1
9

2
3

2
2

2
1

2
0

※
１

 
登

録
す

る
ダ

ン
プ

ト
ラ

ッ
ク

は
、

使
用

す
る

こ
と

が
確

実
な

車
両

に
限

定
し

て
く

だ
さ

い
。

※
２

 
台

数
が

多
い

場
合

は
、

車
両

番
号

を
数

字
(
4
桁

)
の

小
さ

い
順

(
昇

順
)
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
※

３
 
追

加
登

録
の

場
合

は
、

確
認

書
、

搬
入

車
証

等
に

記
載

の
整

理
番

号
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
※

４
 
ア

ー
ム

ロ
ー

ル
車

や
「

土
砂

等
禁

止
」

車
両

は
登

録
は

で
き

ま
せ

ん
。

令
和

年

3
7

4
1

3
8

2
4

代
表

者
職

名
・

氏
名

)

中
継

所
昼

・
夜 台

㎥

5
0

令
和

年
月

日

令
和

年
月

日
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（様式３）

 整理番号 －

  令和    年    月    日
横浜港埠頭株式会社　様
（建設発生土搬入整理券売払代金に係る還付金の支出事務受託者）

住    所
会 社 名
代表者（職名・氏名）

電話番号 印
会社のメールアドレス

次のとおり搬入整理券が未使用となりましたので、搬入整理券を添えて還付請求します。

枚

枚

枚

枚

枚

銀行コード番号 本支店コード番号
（ ） （ ）

※１ 振込口座名義人及び還付金請求者は、建設発生土搬入申込書記載の申込業者とします。
※２ 建設発生土搬入申込書の申し込み１件につき１枚提出してください。
※３ 適格返還請求書は、振込月の翌月末までに本請求書に記入されたメールアドレスへ送信します。

（計算）
月 日

４ｔ

３ｔ

計

㎥

㎥

㎥

円

円

㎥

８ｔ 円 ㎥

振込先銀行

（ゆうちょ銀行除く）

 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ
口座名義

銀行

書 類 内 容消費税 確
認
印

10ｔ

預金種別 （普通 ・当座）

合  計

円

円

２ｔ 円

埠頭会社記入欄

建設発生土搬入整理券還付請求書

２ｔ券

４ｔ券

10ｔ券

３ｔ券

搬 入 整 理 券 番 号（券面右上の10桁の番号）券  種 枚  数

発注局名

工 事 名

還付理由

８ｔ券

支店

円

円

預金 口座番号

㎥
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（様式４）

  令和    年    月    日

横浜港埠頭株式会社   様

住  所

会社名

代表者(職名・氏名) 印

次の工事の建設発生土搬入に係る搬入車証の追加を申し込みます。

工 事 名

中 継 所

＿

埠頭会社受付欄

搬入車証追加申込書

発 注 者

（　大黒ふ頭　・　幸浦　）　中継所

整 理 番 号

搬入車証枚数 枚
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（様式５）

発注局承認欄
工事監督

  令和    年    月    日

横浜港埠頭株式会社    様
住  所

会社名

代表者(職名・氏名) 印

次の建設発生土搬入整理券について、紛失・盗難等がありましたのでお届けします。

  １  工 事 名

  ２  施工場所

  ３  発 注 者

  ４  中 継 所

  ５  整理番号

  ６  搬入整理券番号（ｔ:枚数）

  ７  紛失・盗難等年月日

  ８  紛失・盗難等理由

  ９  警察署受付番号 № ［　　　　　警察署　　年　　月　　日遺失届出］

１  受理年月日 令和    年    月    日

２  停止処理   未  ・  済 （令和    年    月    日予定）

－

建設発生土搬入整理券紛失・盗難等届

主管課・所長印

埠頭会社記入欄
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（様式６）

令和　　年　　月　　日

横浜港埠頭株式会社    様

（発注者）

  住  所

  局・機関名

  工事監督主管課･所長 印

  次の建設発生土搬入整理券について、紛失・盗難又は汚損等の理由により、元請

会社が貴社あて「建設発生土搬入整理券還付請求書（様式３）」を提出すること

について承諾いたします。

１

２

３

４ 搬入整理券番号（ｔ：枚数）

５ （１）紛失・盗難

（２）汚損等

６

「建設発生土搬入整理券紛失・盗難等届（様式５）」（写）

添 付 資 料

還 付 理 由

建設発生土搬入整理券還付請求承諾書

－

工 事 名

元請会社名

整 理 番 号

ー 20 ー 



(様式７）

     第          号

令和    年    月    日

横浜港埠頭株式会社 様

（発注者） 

局・機関名

代表者（職名・氏名）

次の工事の建設発生土について、　　　　　　　　中継所に搬入したく協議します。

１

２

３

４

５ 約 （ほぐし・今年度分）（総搬入土量　約　　   m3）

６   令和    年    月    日 ～ 令和    年    月    日
（総搬入期間　令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日）

７

８ 工事概要、工事図面（平面図・断面図）、土量計算書、

月別搬出計画表、検定試験実施位置図（試料採取箇所平面図・

搬出範囲図）原本（印あり）、検定結果一覧表、検定試験表（原本）、

採取現場写真、ボーリング柱状図、協議対象土砂の性状、

施工上の留意事項、中継所までの運搬経路、安全管理計画

９

施 工 業 者

メ ー ル

氏 名

電 話 番 号

搬 入 土 量

搬 入 期 間

土 質

添 付 資 料

発注者連絡先
所 属

 　　m3

発 注 者

建設発生土搬入事前協議書

工 事 件 名

施 工 場 所
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臨海部埋立地への建設発生土受入れに係る土砂検定試験実施要領 

昭和 53 年 3月 27 日制定実施 

最近改正  令和 5 年 4 月 1 日 

臨海部埋立地へ建設発生土を受入れるにあたり、次のとおり土砂検定試験実施要領を定めるもの

とする。 

１ 検定試験表提出基準 

（１）１工事で発生する総土量が 500 ㎥以上（ほぐし）の工事については、次の基準により「検定

試験表」、「試料採取位置を記入した平面図・断面図」及び「試料採取の状況が確認できる写真」

を提出すること。

ア 試料採取及び検定試験は、建設発生土搬入申込み、または事前協議前３か月以内に第三

者機関が行うこと。 

イ 「検定試験表」には、「試料採取位置を記入した平面図・断面図」に記入された場所で採

取された試料であることがわかるよう採取場所や工事件名等を明記すること。 

ウ 「試料採取位置を記入した平面図・断面図」には、各ページにアの試料採取者名、検定試

験者名（環境計量士）、調査機関名及び採取年月日を明記し、それぞれ押印すること。

エ 「試料採取位置を記入した平面図・断面図」には、搬出しようとする土砂の範囲を明示し、

面積表、又は面積算定できる寸法を記入すること。

（２）１工事で発生する土砂が 500 ㎥未満（ほぐし）でも河川、工場用地、工場跡地及び研究施設

等から発生する建設発生土については、（１）ア～エの基準により「検定試験表」等を提出す

ること。 

２ 提出方法 

１工事について、建設発生土搬入申込時、又は事前協議書提出時に「検定試験表」、「試料採取

位置を記入した平面図」、及び「試料採取の状況が確認できる写真」を提出すること（詳細は建設

発生土受入手続参照）。

３ 試験項目及び受入基準 

 土砂検定に係る試験項目、受入基準及び検定方法は、別表の通りとし、化学性状に係る試料採

取方法等については、次に示すとおりとする。

（１）試験項目１から３７について

ア 採取箇所は、面積2,500㎡ごとに１箇所を原則とする。それを超える場合は、面積2,500㎡

ごとに１箇所ずつ追加して採取すること。面積が2,500㎡に満たない場合は、１箇所採取する

こと。

イ 原則として地表面（土層最上面）より50cm前後の位置及び深度方向5m毎に採取すること。

ウ トンネル工事等の場合は、断面内又はその付近から採取すること。

エ 計量を行う事業者は、計量法第107条に定める計量証明の事業の登録を受けていること。

（別 紙）
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（２）試験項目３８及び３９について

ア 採取箇所は原則として100ｍメッシュ毎に１箇所とし、100ｍメッシュに満たない場合でも

１箇所採取すること。

イ 原則として地表面（土層最上面）より15cm以内の位置から採取すること。

ウ 試料の採取は、R4.3環境省水・大気環境局土壌環境課「ダイオキシン類に係る土壌調査測

定マニュアル」によること。ただし、河川しゅんせつにより発生する土砂については、

R4.3環境省水・大気環境局土壌環境課「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」に

よること。

エ 計量を行う事業者は、計量法施行規則第49条の2第2号に掲げる区分に係る事業について、

同法第121条の2の規定による特定計量証明事業の認定を受けていること。 

（３）試験項目１から３９に共通な事項

工事発生総土量が500㎥以上の場合、事前に横浜市港湾局新本牧事業推進課に相談し、試料

採取箇所を決定すること。

（４）試験項目２９について

銅の検液の作成方法については、環境庁告示第14号（昭和48年2月17日）「海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物

に含まれる金属等の検定方法」によること。

（５）試験項目３７について

油分の検定方法については、環廃産発第070814001号 環地保発第070814001号（平成19年8月

14日）「海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて」で

通知されている代替手法によることができる。

（６）試験項目１から５及び２５から２７について

基準値超過が自然的原因等と考えられる場合は、別途、横浜市港湾局新本牧事業推進課と協

議すること。 

（７）土砂検定後の管理について

土砂検定後に不適切な管理が行われた土砂については事前協議後であっても受入できなくな

ることがあります。（他土砂の混入のおそれがある場所での仮置き等。） 
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試験項目及び受入基準とその検定方法  (別　表)

試験項目 検定方法

1 総水銀 検液１ℓにつき 0.0005mg以下

2 カドミウム 検液１ℓにつき 0.003mg以下

3 鉛 検液１ℓにつき 0.01mg以下

4 六価クロム 検液１ℓにつき 0.05mg以下

5 砒素 検液１ℓにつき 0.01mg以下

6 全シアン 検液中に検出されないこと

7 アルキル水銀 検液中に検出されないこと

8 有機燐 検液中に検出されないこと

9 ＰＣＢ 検液中に検出されないこと

10 ジクロロメタン 検液１ℓにつき 0.02mg以下

11 四塩化炭素 検液１ℓにつき 0.002mg以下

12 クロロエチレン 検液１ℓにつき 0.002mg以下

13 １，２－ジクロロエタン 検液１ℓにつき 0.004mg以下

14 １，１－ジクロロエチレン 検液１ℓにつき 0.1mg以下

15 １，２－ジクロロエチレン 検液１ℓにつき 0.04mg以下

16 １，１，１－トリクロロエタン 検液１ℓにつき 1mg以下

17 １，１，２－トリクロロエタン 検液１ℓにつき 0.006mg以下

18 トリクロロエチレン 検液１ℓにつき 0.01mg以下

19 テトラクロロエチレン 検液１ℓにつき 0.01mg以下

20 １，３－ジクロロプロペン 検液１ℓにつき 0.002mg以下

21 チウラム 検液１ℓにつき 0.006mg以下

22 シマジン 検液１ℓにつき 0.003mg以下

23 チオベンカルブ 検液１ℓにつき 0.02mg以下

24 ベンゼン 検液１ℓにつき 0.01mg以下

25 セレン 検液１ℓにつき 0.01mg以下

26 ふっ素 検液１ℓにつき 0.8mg以下

27 ほう素 検液１ℓにつき 1mg以下

28 １，４－ジオキサン 検液１ℓにつき 0.05mg以下

30 亜鉛又はその化合物 検液１ℓにつき　亜鉛 2mg以下

31 ベリリウム又はその化合物 検液１ℓにつき　ベリリウム 2.5mg以下

32 クロム又はその化合物 検液１ℓにつき　クロム 2mg以下

33 ニッケル又はその化合物 検液１ℓにつき　ニッケル 1.2mg以下

34 バナジウム又はその化合物 検液１ℓにつき　バナジウム 1.5mg以下

35 有機塩素化合物 試料１kgにつき　塩素 40mg以下

水銀 25ppm未満

PCB 10ppm未満

検液１ℓにつき 15mg以下

検液1ℓにつき

試料１gにつき

150ｐｇ（ＴＥＱ換算値）以下

29 銅 検液１ℓにつき 1.0mg以下

Ｈ15.7.22厚生労働省令第２６１号「水質基準
に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣
が定める方法｣によること。

36 水銀、PCBについての含有濃度

39 ダイオキシン類の含有濃度

37 油分

38 ダイオキシン類

基準値

H24.8.8環水大水発第120725002号「底質調
査方法について」によること。

R4.3環境省水・大気環境局土壌環境課「ダ
イオキシン類に係る土壌調査測定マニュア
ル」によること。

H15.6.13環境省告示第68号「海洋汚染等及
び海上災害の防止に関する法律施行令第５
条第１項に規定する埋立場所等に排出しよ
うとする廃棄物に含まれる金属等の検定方
法」の一部を改正する省令に定める方法に
よること。

Ｈ３．８．２３環境庁告示第４６号
「土壌の汚染に係る環境基準について」に定
める方法によること。

Ｓ48.2.17環境庁告示第１４号「海洋汚染等
及び海上災害の防止に関する法律施行令
第５条第１項に規定する埋立場所等に排出
しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定
方法」によること。

10ｐｇ（ＴＥＱ換算値）以下

Ｓ51.2.27環境庁告示第３号「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律施行令第６条第１項
第４号に規定する海洋投入処分を行うことが
できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方
法」によること。

投入処分時に視認できる油膜が生じないこと

（代替手法の場合5mg以下）
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横浜港埠頭株式会社建設発生土受入事業課 

〒231-0023 横浜市中区山下町２ 産業貿易センタービル４階 

ＴＥＬ ０４５－６７１－０５００ 
ＦＡＸ ０４５－６７１－０５２１ 

 
＜窓口受付時間＞       ＜窓口休業日＞ 

       ８：４５～１２：００    土曜日 日曜日 祝日 振替休日 
      １３：００～１７：００    年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 
 

※この「受入手続」のほか、建設発生土受入れに関する情報は当社ホームページ 

でご覧いただけます。（https://yokohamaport.co.jp） 

 

申込み・問い合わせ先 

市庁舎 

みどり環境局公園緑地維持課 

港湾局新本牧事業推進課 
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